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令和５年第２回定例会 

富 良 野 市 議 会 会 議 録 

 

 

令和５年６月 20日（火曜日）午前 10時 00分開会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程（第２号） 

 日程第 １ 市政に関する一般質問 

大 西 三奈子 君 １．人口減少と少子化への対策について 

宮 田   均 君 １．宿泊税の早期導入について 

 ２．旭川空港へのＬＣＣ(格安航空)参入・誘致について 

 ３．移住定住促進について 
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                午前10時00分 開議 

                 （出席議員数16名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告        

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） これより、本日の会議を開きま

す。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 本日の会議録署名議員には、 

        橋 詰 亜咲美 君 

        後 藤 英知夫 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 日程第１、市政に関する一般質

問を行います。 

 質問の順序は、御配付のとおり、順次、行います。 

 質問は、８名の諸君により、15件の通告があります。 

 質問に当たっては、重複を避け、また、答弁に際しま

しても、簡潔にされるよう御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、ただいまより、大西三奈子君の質問を行い

ます。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） -登壇- 

 おはようございます。 

 通告に従いまして、順次、質問いたします。 

 人口減少と少子化への対策について伺います。 

 我が国の少子化の進行と人口減少は深刻さを増してい

る中、その対策は、国においても重要課題として議論さ

れています。 

 本年４月26日に国立社会保障・人口問題研究所から公

表された将来推計人口によると、少子化は前回の推計よ

りも速いペースで進み、15歳から64歳までの生産年齢人

口も減り、日本の総人口は、50年後の2070年には、現在

の約７割に当たる約8,700万人にまで減少するとされてい

ます。また、出生数の減少を厚生労働省の人口動態統計

から推測した速報値では、令和４年である2022年に約77

万人の出生数となり、３年前の2019年に90万人を割って

以来、急速に減少している状況です。 

 本市においても例外でなく、本年４月末日の人口は２

万人を割り、さらに、令和４年度の出生数は100人を切る

現状を目の当たりにして、人口構造が大きく変化してい

る本市においては、既に労働力不足が深刻化し、社会機

能が維持できなくなる瀬戸際に立たされていると言って

も過言ではないとの認識から、今回の質問に立たせてい

ただきました。 

 これらの問題は、地域社会や経済に重大な影響を及ぼ

し、本市の将来に大きく響く可能性を潜めていることか

ら、積極的かつ中長期的な視点を持ち、継続的な対策を

講じる必要があります。 

 まず、本市の人口減少の主な要因を分析し、それに対

応する政策や施策を立案する必要があります。地域の魅

力を高め、いま、本市で子育てしている世代が満足する

子育て支援策や教育環境の充実を目指すとともに、若者

や子育て世代が移住しやすい環境を整備することが重要

です。 

 部局横断的な多岐にわたる課題を解決するためには、

市長のリーダーシップの下、教育委員会とも連携して、

行政が一丸となり、民間団体や市民とともにその実現に

向かうべきです。若い世代が、キャリアアップできる魅

力ある職場と仕事を持ち、結婚、出産、育児を含む家庭

生活の構築に向けた将来設計を先送りすることのないよ

うに、国や北海道の支援と併せて自治体独自の政策を打

ち出し、ワーク・ライフ・バランスの向上を図るととも

に、社会全体で子供を育てるという雰囲気を醸成してい

くことが重要です。 

 財政的にも、現場の実態からも、ハードルが高いこと

は理解しますが、少子化に歯止めをかけるためには、思

い切った議論を進めるべきと考え、以下、３項目伺いま

す。 

 １項目め、子育て世代の移住政策の充実と連携につい

て、２点伺います。 

 １点目、本市の人口が、本年４月末日で２万人を割り、

令和４年度の出生数は99人であります。この減少の状況

を踏まえ、今後の本市の人口減少及び少子化対策に向け

た本市が目指す方向性について伺います。 

 ２点目、移住、定住促進について。 

 リビング・フラノをはじめ、公式ＳＮＳなどを活用し

て本市の魅力や暮らしの情報を発信していると理解して

います。今後、若者や子育て世代の移住を促進するため

にも、リビング・フラノ内における子育て支援や教育に

関する情報を、より見やすくレイアウトするなどの変更

を行い、積極的に子育てや教育環境の情報を発信するこ

とが大事になると考えますが、見解を伺います。 

 ２項目め、関係人口創出の強化について、２点伺いま

す。 

 １点目、関係人口創出に向けてワーケーションの取組

を推進していくとして、今年度、新たにシティプロモー

ション推進課を設置されています。幅広い世代の関係人

口創出に向けて、本市でも、民間団体と連携し、子供の

夏休みなどを利用して、親子ワーケーションに取り組ま

れていることは、子育て世代の移住など将来設計の入り

口を広げる施策として好印象を持っています。 
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 他自治体では、地域社会と子育て家族をつなぎ、未来

をつくる留学プログラムとして、保育園留学が反響を呼

んでいます。１週間から３週間程度、子供は地域の保育

園に通いながら、親は働き、家族で地域に滞在できる仕

組みで、滞在中の地域への経済効果は三、四十万円にも

及び、リピーターや子育て移住の事例も発表されていま

す。 

 本市においても、人口減少、少子化対策を目的とした

関係人口創出に向けて、総合的かつ部局横断的に協議す

べきと考えますが、見解を伺います。 

 ２点目、協議によって得られた知見を各種関係する計

画に反映する考えについて伺います。 

 ３項目め、第２期子ども・子育て支援事業計画の推進

について、人口減少と少子化対策の視点から４点伺いま

す。 

 １点目、本計画における2020年から2024年までの５年

間の事業計画期間において、計画の趣旨に沿い、所管部

署として主な関連計画への関与はどのように行ってきた

のか、計画の進行管理を伺います。 

 ２点目、少子化が加速する中、計画の基本理念とその

趣旨を達成するためのまちづくりへの積極的な関与が必

要と考えますが、見解を伺います。 

 ３点目、本計画の推進に向けては、市民の意識高揚を

図るために、広報紙や市のウェブサイトなどを通じて計

画の周知を行うこととしています。また、計画の進行管

理においては、富良野市子ども・子育て会議による助言

等も考慮しながら適切なサービス提供に努めているとさ

れ、これまでの一般質問の答弁からも、子ども・子育て

会議での意見を重要視しているものと理解しています。 

 しかしながら、本計画や子ども・子育て会議における

議事録は、検索しなければ閲覧することができません。

本市のホームページにある子育て、教育の特別サイトで

公表し、誰でも閲覧しやすい工夫をすべきと考えますが、

見解を伺います。 

 ４点目、子育て世代が充実した子育て生活を送ること

は、今後の若者や子育て世代の結婚や出産、子育ての魅

力を高めることにつながり、さらには、本市の経済成長

や財政の改善にも寄与するまでに発展すると考えます。 

 そこで、子育て環境を考える共創のワークショップを

開催し、富良野ならではの子育て環境づくりを子育て中

の市民とともに実現する考えについて伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁を願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 おはようございます。 

 大西議員の御質問にお答えします。 

 １件目の人口減少と少子化への対策についての１点目、

子育て世代の移住政策の充実と連携についてであります

が、人口減少及び少子化対策に向けた本市の方向性につ

きましては、労働・子育て世代の社会移動を抑えること

が、出生数減少の抑制にもつながる重要な取組であると

認識しております。 

 そのため、20代から40代までを中心とした労働、子育

て世代の転出抑制のため、子育て世帯の負担軽減のみな

らず、子供や子育て世代の居場所づくりなど、子育てし

やすい環境づくりを推進するほか、シティープロモーシ

ョン、ワーケーションの推進による交流人口や働く場の

創出、移住、定住促進のための情報提供といった転入促

進策を推進することで、住み続けたい、住んでみたいと

思っていただけるまちづくりを進めてまいります。 

 次に、子育て支援や教育に関する情報の可視化につい

てでありますが、本市の移住、定住に係る情報発信は、

移住促進情報サイト、リビング・フラノやＳＮＳ等を活

用して行っております。 

 リビング・フラノは、住宅や仕事に関する情報、移住

された方の声、富良野の生活環境などについて掲載して

いるほか、子育て情報を集約したふらの子育て支援INDEX

や子育てガイドブックなどを掲載しておりますが、今後、

一層活用いただけるよう、バナーの整理や情報の更新及

び充実に努めてまいります。 

 ２点目の関係人口創出の強化についてでありますが、

本市では、関係人口創出の手段の一つとして、令和元年

度からワーケーション誘致に取り組んでおります。本年

度の取組としましては、滞在費用等の一部を助成するこ

とで本市でのワーケーション実証を促すとともに、企業

の人事担当部署の方をターゲットとしてＮＰＯ法人など

と連携した人材育成型ワーケーションを企画するなど、

ワーケーション受入れ地としての本市の魅力を発信しな

がら関係人口の創出に努めているところであります。 

 ワーケーション誘致を進めるに当たっては、これまで

も、経済部や教育委員会などとも連携して取り組んでき

たところでありますが、今後も、ニーズに応じて、関係

部局と連携を図りながら関係人口創出の取組を進めてま

いります。 

 関係人口創出は、本市の上位計画である第６次富良野

市総合計画に掲げる重点施策であり、取組で得られた知

見につきましては、各種施策により一層生かしてまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

おはようございます。 

 大西議員の御質問にお答えいたします。 

 ３点目の第２期富良野市子ども・子育て支援事業計画
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の推進についてでありますが、本計画の進行管理につき

ましては、関係部局と連携を取りながら推進するととも

に、富良野市子ども・子育て会議において本計画の進捗

状況について報告しております。 

 次に、本計画の子育て環境や支援への満足度を８割以

上とする目標を達成するため、教育委員会としてのまち

づくりへの積極的な関与についてでありますが、子供、

子育て支援の視点から、他部局と連携の下、事業の推進

に努めてまいります。 

 次に、本計画や富良野市子ども・子育て会議の議事録

を、本市ホームページにある、子育て、教育情報コーナ

ーでも公表することについてでありますが、本計画や富

良野市子ども・子育て会議の議事録につきましても掲載

し、本市の子育てに関する情報を集約してまいります。 

 次に、子育て環境を考える共創のワークショップに関

しましては、子育て中の保護者や子育て支援に関わる市

民が、子育て環境づくりを主体的に考え、共に創り上げ

るため、ワークショップなどの手法を含めた意見交換の

場づくりを進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 再質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） 再質問させていただきたいと

思います。 

 まず、１項目め、子育て世代の移住政策の充実と連携

についての部分でありますけれども、本市の目指す将来

人口ビジョン、主な方向性は、第６次富良野市総合計画

の中に載っている内容の御答弁だったと思います。前回、

天日議員が３月の令和５年第１回定例会でも質問された

ときの答弁とおよそ変わっていないかなという印象を持

っておりますけれども、出生率1.47を維持していくこと

ですとか、20代から40代の転出超過を抑える、こういっ

たことが主な方向性として述べられましたけれども、実

際に出生率の維持ですとか、若い世代の転出超過を抑え

ることは、どちらも現状としてはできていないのではな

いかというふうに、私はデータからはそのように読み取

っておりますけれども、そういったことの主な要因の分

析、ここら辺はどのようにされているのか、お伺いいた

します。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 総合計画で示しています合計特殊出生率及び20代から

40代の転出の動向など、そういったことが目標に達して

いないということの情勢分析でありますけれども、合計

特殊出生率に関しましては、先日公表されました2022年

の合計特殊出生率は、国の段階でいっても1.26というよ

うな数字が示されております。 

 これにつきましては、これから出生率が下がった分析

がなされるというふうに思っておりますし、富良野市に

おいては、令和４年度の出生数については、大西議員の

指摘のとおり99人ということでありましたけれども、令

和３年度につきましては129人というようなことで、国と

同じような要因で出生数が減少したのではないのかとい

うふうに考えているところであります。 

 20代から40代の人口の転出状況につきましては、総合

計画で目指した方向性というのが様々な施策を展開して

というようなことで達成される目標数値として捉えてお

りますけれども、その以前の減少の傾向からいってもか

なりハードルの高い目標設定だったというふうに考えて

おります。そういった点からも、先ほど市長からも答弁

のありました関係人口創出や子育ての施策を進めること

で目標数値に近づける取組を引き続き続けてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） いま御答弁いただいた内容で

すと、国としても1.26ということで、日本人の女性の希

望出生率がこの数値にとどまっているということかと思

うのですけれども、この数値の乖離を穴埋めしていかな

ければならないということが課題になるかと思います。 

 そこで、いま、関係人口だとか、そういったことで数

値に近づける努力をされるということなのですけれども、

この出生率1.47、ここの部分ですけれども、先日、自治

体のほうにアドバイザーに入られている先生の講習を受

けさせていただいたのですけれども、実際に、東京都で

すとか、そういった大都市のほうに若い女性が流れてい

くとなりますと、この数値を持って努力していくだけで

は出生数を上げていけないのではないかというふうな御

指摘がありました。 

 実際に、出生数で見る必要性があるということで言い

ますと、令和４年度は99人、この減少率が非常に深刻で

はないかというふうに思っております。私も実際に調べ

てみたのですけれども、富良野市の独身女性が都会に出

ていくということで出生率は都会のほうが上がっていく

のですけれども、出生数で見ると、富良野市が1995年で

265人、2021年のデータで132人、ということは、出生減、

この減少率はマイナス約50％に当たる数値です。北海道

で見ますと42％、東京都が１％、東京都のほうの減少率

は非常に低い、こういったようなデータが出てくるので

すけれども、減少率だとか、そういった数値の認識とい

うのはどういうふうに捉えているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 
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 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 出生数が大幅に減っていることに対する認識でありま

すけれども、全国の2022年の合計特殊出生率は1.26とい

うことでありましたけれども、富良野市においての2022

年の合計特殊出生率は、概算の数字でありますが、1.25

になってございます。そういう点でいきますと、出生数

についても減ってはいる状況ではありますけれども、全

国的な傾向ということで、同水準の減り幅なのかなとい

うふうに考えております。 

 そういった点では、新型コロナウイルスの影響ですと

か、そういった部分も少なからずあるかというふうには

思いますけれども、そういった点も踏まえて1.47をキー

プしていくというハードルは非常に高いというふうに思

いますけれども、そこに向けて各種施策の取組を進めて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） いま、私は減少率で見させて

いただきましたけれども、2022年1.25という合計特殊出

生率ということで、あくまでもこの出生率1.47を維持す

る目標で行くということのようですけれども、この穴を

埋めていく対策、ここが非常に重要になるかと思います。 

 今回、少子化、人口減少の質問をするに当たっては、

市長部局もそうですし、教育委員会もそうですが、どち

らのほうにもまたがる課題というのが大変多かったと思

っておりますけれども、この対策を主導するのはどこの

部局になるのか。いま、御答弁いただいているのは総務

部長でございますけれども、ここについてはどこが担当

されていくのか、どのように連携していくお考えなのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 先ほど市長の答弁でも申しましたとおり、これらの対

策については総合計画の中で様々な対策をうたってきて

おります。子育て負担の軽減、また、子供や子育て世帯

の居場所づくり、交流人口や働く場の創出、移住、定住

促進と、担当する部局が一つではないということは、大

西議員の指摘のとおりだというふうに考えております。 

 市の総合的な施策の推進につきましては、総合計画を

大きな柱として進めております。総合計画につきまして

は、庁内推進委員会を設けておりまして、理事者も含め、

教育長、また各部長も入った中で総合計画の推進、進捗

管理を行っているところであります。そういった点でい

きますと、どこの部がということではなく、市全体とし

て取り組んでいく体制を、引き続き持って進めていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続けて、御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） いま部長から答弁させていただき

ましたけれども、補足で御答弁させていただきます。 

 まずもって、この人口減少、少子化対策はどこの部局

かということでありますけれども、議員が御指摘になっ

ておられるように、連携ということで考えると全庁的に

この対策を取っていかなければならないというふうに考

えておりますし、行動としてそういった形になってこよ

うかと思っております。 

 加えて申し上げますが、出生率あるいは転出超過とい

うことで数字で御議論されておりますけれども、ただ、

ここに関わる課題というのは大変根深いものがあろうか

というふうに思います。この関係については、天日議員

が御質問されたときにもお答えさせていただいておりま

すが、いまの若者世代はなかなか結婚に向かわない意識

になってございます。この原因をまずは探らなければな

らないだろうというふうに思いますし、さらにまた、若

い女性が転出しているというお話でありましたが、転出

するということは職を求めてということにもなってこよ

うかと思います。富良野市の中での職、あるいは、前段

で申し上げた若い方々が、安心してというか、安定的に

富良野で気持ちに余裕を持って暮らせる、そういった環

境が必要ではないかというふうに思っております。 

 これも、加えて言えば、いま、就任してから大きな主

な取組として、健幸都市を上げさせていただいておりま

すけれども、人の健幸だけではなくて、まち全体が健幸

になるということも、若者の意識を変え、あるいは、魅

力ある職場、職を富良野市につくることで若い世代がこ

こ富良野にとどまっていただける、そういう行動変容に

つなげていけるのではないかというふうに思っておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） いま、市長のほうから全庁的

にということで御答弁をいただきましたし、市長がおっ

しゃられていることは、私も積極的に前進していただき

たい部分だと思っておりますので、そこの理解は深めた

いと思います。 

 そして、子育て世代が、住み続けたいばかりではなく、

外から来てくださるということでいきますと、このリビ

ング・フラノでの情報発信というのは大変重要になって

くるのではないかなというふうに思っております。先ほ
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どの御答弁では、子育てに関するインデックスとかガイ

ドブック、バナーの整理であったり、情報の更新だとか、

一層の充実を図っていく方向ということで答弁いただき

ました。 

 私は、このリビング・フラノの中においても、より見

やすく、子育て支援とか、教育に関する情報を可視化す

るというところが重要になるかと思いますけれども、よ

り見やすく、これは私は見る方の視点に立って作成して

いくものではないかというふうに考えておりますけれど

も、どういったイメージを持っているのか、そこの認識

についてお伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 リビング・フラノのホームページでありますけれども、

見やすくどういうふうにするのかというような御質問か

と思います。 

 現在、リビング・フラノについては、移住や住まいに

関する情報をメインに画面構成しております。そういっ

た点でいきますと、先ほど答弁させていただいた教育な

どは、横のところにバナーを設けておりますけれども、

このバナーを整理し、メインの表示のところに取り込む

ということを予定しておりますし、あわせまして、教育

や子供についても一つのコンテンツとして設けるよう、

いま、ホームページの変更作業を進める予定でおります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） それでは、２項目め、関係人

口創出の強化について再質問させていただきたいと思い

ます。 

 １点目ですけれども、私は、本市でも、総合的かつ部

局横断的に子育て世代の関係人口を創出しやすい仕組み、

こういったことを議論していくべきではないか、協議す

べきではないかというふうに質問させていただきました。 

 これに対する答弁としましては、これまでも、経済部

ですとか教育委員会等と連携してやってきて、ニーズに

応じて取り組むということで、ニーズに応じて連携を図

るというふうに御答弁いただいたと思うのですけれども、

もう既に人口減少、そして少子化は始まっていて非常に

深刻な状態にある中で、ニーズの把握を始めるというふ

うに答弁からは受け取れたのですけれども、これは、ど

のように理解したらよろしいのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 市長から答弁させていただきましたニーズに応じてと

いうことでありますけれども、関係人口創出の取組は、

事、ワーケーションだけに限っても、様々な部署が関わ

り、協力して行わなければならないことであります。 

 大西議員の御質問でありました親子ワーケーションの

場合に必要になるニーズ、バケーションをメインにして

ワークする場合でのニーズ、あと、企業研修やそういっ

た仕事をメインにしたワーケーションでのニーズ、来ら

れる方のニーズが様々あるということで、これからのニ

ーズを探るということではなく、来訪される方のニーズ

に合わせて様々な職場と連携していきながら事業を進め

るという意味で答弁させていただいたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） ニーズについて、これからで

はなくて、いまあるニーズに対して一つ一つ対応してい

く、協力していくということで理解させていただいたの

ですけれども、これは、一つ一つ上がってくるニーズに

対してということではなくて、私が協議すべきと考えて

いるのは、庁内で連携して、検討して、どうだったら入

ってきていただける人の間口を広げることができるのか、

そういった視点に立って協議すべきではないかというこ

とで提案させていただいております。 

 その中の、例えば保育園留学というふうに上げさせて

いただいておりますけれども、この保育園留学に対して

も、費用対効果、そして事業効果の大きさ、これは既に

報告もインターネットを検索すればされております。こ

れからの子育て世代の関係人口創出に向けて、そういっ

たことを庁内で協議すべきではないかというふうに考え

ておりますけれども、考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 保育園留学のことを取り上げていただきました。関係

人口創出、ワーケーションの部分でいきますと、令和元

年度から北海道とも連携しながら取組を進めてきたとこ

ろであります。この中で、ワーケーションを進めるに当

たって、個人の利用をメインにしていくのか、企業によ

る研修とか、そういった企業単位のワーケーションを誘

致するのか、また、大西議員からもありましたように、

子育て世帯、親子ワーケーションとか、そういったもの

を誘致していくのがいいのかということで、この間、様々

な誘致を行いながら検証してきたところであります。 

 本年度、改めて、取組といたしましては、企業や団体
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をメインにしたワーケーションの取組ということでいま

進めてきているところであります。そういった点で、親

子ワーケーションについても、これまで、令和３年度、

４年度の２か年にわたって、富良野美瑛広域観光推進協

議会も通じて誘致してきているところであります。その

中でも、課題の洗い出しも少しずつ行ってきているとこ

ろでありますけれども、様々な個人や団体や親子とか、

そういったものがある中で、富良野市として、今年度は

企業を中心に、そして、観光の分野にも関係してきます

けれども、夏のピークシーズン、６月、７月、８月に呼

び込むということではなく、観光の端境期と言われる春

と秋、また冬も含めて宿泊施設を活用していただくとい

うことの取組を進めるということで、少しずつ、令和元

年度にやり始めたときからは、ターゲットの絞り込みを

行うですとか、誘致の時期を絞り込むとかというような

作業を、この間、進めてきたところでございます。 

 各担当との連携という部分でいきますと、関係人口創

出、ワーケーションに取り組むことに関しての連携とい

うこともありますし、本年５月に人材育成型ワーケーシ

ョンという取組を行って、首都圏を中心に来ていただい

たわけですけれども、この中で地域課題について協議す

るというような場も設けました。その中では、市の部局

は、財政課、農林課、保健医療課、環境課、商工観光課

なども参画しながら、市の課題についてワーケーション

の参加者とお互いに協議させていただいたということも

ございます。そういった点で、場面、場面を通じて、関

係人口の創出に向けて、庁内で連携を取りながら進めて

きているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） ただいまの答弁からも、令和

元年度に始めて３年度、４年度ということで前進してき

ていますし、全庁的に取り組んでいるという部分も大変

理解できました。 

 その中で、私は、やはり、親子ワーケーション、子育

て世代の方の間口を広げるという部分では、もう一歩前

進していける可能性というのは、まだまだ持っているの

ではないかという視点から質問させていただいておりま

す。そういったことでいきますと、これから、さらに連

携して、協議して、よりやりやすい、より取り組みやす

い方法というのは模索されていくのだと思いますけれど

も、今後、親子ワーケーションなど、民間団体などもさ

らに取り組みやすくして、事業者を増やす努力など、そ

ういった費用補助などを含めて、今後そういったことも

検討に上げていくことができるのかどうか、そういった

あたりについて協議していくべきではないかと思います

けれども、その辺りの考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 親子ワーケーションを一層推進すべきということに対

する見解でありますけれども、親子ワーケーションにつ

きましては、先ほども答弁させていただきましたが、富

良野に来ていただく様々な手段のうちの一つだというふ

うに考えております。 

 民間団体への支援というようなお話もありましたけれ

ども、令和３年度から、富良野市では、ワーケーション

実証費用の助成事業を行っております。その中で、いま

は７泊以上宿泊していただくというようなことを前提と

いたしまして宿泊費の助成、また、２次交通に課題があ

るということも御指摘いただいていることから、レンタ

カーの利用料の助成を行ってきているところです。こち

らの制度につきましては、個人、企業、団体、また親子

での利用、そのことに限らず利用できるというようなこ

とで、幅広く利用いただける助成金を設けてきていると

ころであります。 

 親子ワーケーションにつきましては、様々な取組の中

の一つということで考えておりますので、選択から排除

しているというわけでは当然ございませんし、引き続き

受入れも進めていきながら、どういった形が富良野に来

ていただけることに有効なのかということを検証しなが

ら進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） ただいまの件は承知いたしま

した。 

 続きまして、３項目めの第２期富良野市子ども・子育

て支援事業計画の推進について再質問させていただきた

いと思います。 

 先ほどの御答弁の１点目ですが、所管部署として関連

計画への関与、進行管理をどのように行ってきたかとい

う部分ですけれども、関係部局と連携とか、子ども・子

育て会議で報告を行っているというふうに御答弁いただ

きました。 

 子ども・子育て会議を重要視されているかと思うので

すけれども、インターネット上で拝見させていただきま

すと、会議の開催につきましては、令和２年度、令和３

年度、令和４年度の進捗報告を令和４年の12月16日に一

括で行っているかと思います。 

 この点につきましては、どういった理由があったのか、

そして、一括でやっていますので、問題など生じていな

かったのか、そこについてお伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 
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 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 大西議員の再質問

にお答えいたします。 

 子ども・子育て会議の中で、この事業計画の進捗状況

を令和４年度の12月に一括して報告したことなのですけ

れども、令和３年度の11月に行った会議におきましても、

令和２年度中の進捗についてはその会議の中で報告して

おりまして、また、令和４年度につきましては、令和３

年度中の事業の推進について報告しているところでござ

います。 

 そこで問題はなかったかというところなのですけれど

も、単年度、単年度の進捗を報告しているところであり

まして、担当部局としては特に問題はないものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） インターネットで調べた範囲

の中での御質問だったのですけれども、その議事録を拝

見させていただいているのですけれども、議事録の中で

はこのようにやっていきますという方向性は示されてお

りますけれども、関係部局との連携の様子というのが見

えてきません。具体的にどのように進行管理をなさって

きているのか、会議はどういった形で庁内で連携されて

いるのか、そういった部分についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 大西議員の再質問

にお答えいたします。 

 いま、進行管理の報告の中で、関係部局との連携をど

のように確認しているか、また、庁内の会議をしている

のかというような御質問と捉えております。 

 まず、関係部局と連携した会議というのは、令和２年

度なのですけれども、この計画ができてから重点事項と

いうことで３点ほど出ていまして、それをどういうふう

に進めるか、特に経済的支援ですとかがありまして、そ

ういった議論をする中、また、その頃の課題として、な

かなか富良野市の子育て支援が分かりにくい、知られて

はいないのではないかというような課題もありましたの

で、情報の見える化を進めるということで、先ほど来、

お答えさせていただいているところで、子育て教育のコ

ーナーですとかに載せております子育てガイドブック、

子育て支援INDEXとか、そういったまとめで見えるように

見える化を進めてきたというのが一つあります。 

 また、どういったことで重点課題を克服できるかとい

うところでは、庁内でいろいろ議論したところではあり

ます。ただ、それ以降、進捗状況を確認するというとこ

ろでいきますと、年度が終わりまして時期が来ましたら、

会議というような形式ではないのですけれども、担当部

局に進捗状況を確認しながら、そのまとめをつくって、

子ども・子育て会議の中で報告しているというのが実情

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） 計画の進行管理という点にお

いて、庁内の連携した内容を子ども・子育て会議の中で

報告して、また、そこで意見をもらって庁内で連携して

フィードバックしながらやっているということのようで

すけれども、まだまだ、委員の方からの計画に対しての

意見というものに答え切れていない部分も出ているので

はないかというふうに思っております。こういった点も、

今後も同じように、折り返し地点に来ておりますけれど

も、残りの期間の中で解決していく方向で進めるという

理解でよろしかったのか、そういったことについては、

こども未来課が主導となって進めていくという考えでよ

ろしかったのか、お伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 大西議員の再質問

にお答えいたします。 

 いま、子ども・子育て会議の中で受けた意見というも

のは、計画を担当しているこども未来課のほうで集約し

て、回答なり反映していったりというところをやってい

くのか、また、今後、もう計画が折り返しの時点に来て

いますけれども、それで解決に向かっては担当課のこど

も未来課が主導となってやっていくのかという御質問か

と思います。 

 まずは、委員からいただいた意見というのは、その会

議、その会議でのやり取りの中でお話しできるものはお

話ししておりますし、いただいた意見で即答できないも

のとかもありますし、そういったところは、今後、子ど

も・子育て支援事業計画を推進していく中の参考の御意

見ということで承っているところで、例えば、そこでい

ただいた意見をどのように反映しているかというと、昨

年の９月に複合庁舎に、へそキッズランドができたとき

の管理というか、どういったところを対象のお子さんに

するかというような意見が出ていまして、いまは幼少期、

小学校に上がる前であれば、そのきょうだい、例えば小

学校に上がっているお兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒に遊

びに行けないとか、そういうお声もいただきまして、へ

そキッズランドを利用する対象年齢というのは、そうい

ったところも配慮して原則３年生までというようなこと

にしたとか、そういった一つ一つはあるのですけれども、

全体をまとめてフィードバックさせて解決していくとい
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うところは確かにできていないのかなというところはあ

りますので、今後、その解決に向かって、今年度も子ど

も・子育て会議が始まっていきますので、そういったと

ころは改善しながら進めていければと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） 委員から出ている意見を参考

にしながら進めるということで、次の子育て教育特別サ

イト内での情報の集約のほうに移らせていただきたいと

思いますけれども、やはり、ここで大事なことは、誰で

も見られる状態にするということ、そして、いまここで

答弁いただいているような内容が会議の中で話し合われ

ることになろうかと思うのですけれども、そういったこ

とが見えるようになってくることで、市民の皆さんとと

もに子育てや教育の環境を充実させていくということが

重要だと思い、私はサイト内での情報の集約を重要視し

ております。 

 先ほどの答弁で、子ども・子育て支援事業計画とか子

ども・子育て会議、こういったことを公表する方向で答

弁いただいておりますけれども、やはり、積極的に、戦

略的に情報発信できるツールになっているのではないか

と思います。これまでも、富良野市としては、木育スタ

ート事業であったり、それから高校生までの医療費の無

償化であったり、どんどん子育てのしやすい環境という

のをいま充実させているというふうに私は理解しており

ます。 

 そういったことでいきますと、この特設サイトの中で

公表するに当たっても、お役立ち情報を更新していくの

か、あるいは、優先順位を調整するだとかということで

は、サイト内の充実ということが大切になるのではない

かと思いますけれども、そこの認識についてお伺いいた

します。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 大西議員の再質問

にお答えいたします。 

 いま、富良野市のホームページの子育て、教育のコー

ナーのお話ということなのですけれども、この中には、

先ほど来お答えさせていただいているとおり、子育てガ

イドブックとかインデックスとか、お役立ち情報ですの

で、そういう支援策が分かるようなもの、こういう年齢

が来たらこういうサービスがありますよというようなと

ころを載せております。 

 また、市内の公立保育所になりますけれども、その様

子が分かるようにということで、それぞれ毎月お便りを

つくっておりまして、そういったものもそこに掲載して

います。もちろん、子育て支援センターの取組ですとか、

そういったところも載せているところです。 

 ただ、戦略的というところで御質問がございましたけ

れども、そういう戦略的というところでいけば、どちら

かというと生活的なもの、富良野市内在住というか、市

内でサービスを受ける市民の方々というところの視点で

いままで掲載してきております。そういったものを見て

いただいて、利用していただいて、富良野で子育てしや

すい環境ということを感じていただければよろしいかと

思います。まだ至らない点は、その都度、御意見をいた

だきながら見直していったりとか、そういったところで

いきますと、このコーナーにつきましては、市民にとっ

てお役立ち情報というところになっていると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） ただいまの答弁ですと、市内

で生活されている子育てされている方を対象として発信

していくということがメインのようですけれども、先ほ

どから質問しておりますけれども、例えば、リビング・

フラノの中での情報発信もリンクでつながって発信して

いるかと思います。そういったことで言いますと、やは

り、戦略的にまちづくりに対しても、子育てや教育を充

実させているのだということをしっかり発信していくこ

とが重要になるのではないかというふうに考えておりま

す。件名にありますとおり、人口減少と少子化への対策、

そういった視点で戦略的に見せていく、うちのまちの子

育て、教育支援は充実しているという部分をしっかりと

見せていく、そういう視点を持つことも大事ではないか

と思いますけれども、そこの認識についてお伺いいたし

ます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 大西議員の再々質

問にお答えいたします。 

 いま、子育て、教育コーナーのサイトで、戦略的に考

えて、市内に発信ばかりではなく、外部の方々も見て魅

力を感じられるようなものというようなお話だったかと

思います。 

 この間、こういったことが富良野市のサービスとして

あります、また、こういった保育施設があります、子供

たちはこういうふうに生活していますというところでい

けば、外部の方が閲覧しても富良野市内の様子が分かる

ものというところであれば、そういうふうに進めてきた

ところではあるのですが、人口減少対策、外から移住、

定住ですとか、そういったところにつながっていくとい

う視点を、今後、ワーケーションを担当している部局と

かと連携しながら、そういったサイトの中も、どういっ
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たところであればさらに魅力のある内容になるかという

ところを、また検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ９番大西三奈子君。 

○９番（大西三奈子君） それでは、最後の点につきま

して再質問させていただきたいと思います。 

 ワークショップなど、そういった手法を含めた意見交

換の場づくりを設けていく方向で、子育て中の市民が主

体的に考える場づくりを考えるということで御答弁いた

だいたと思います。私も大変に重要なことだと思ってお

りまして、やはり、自分事として、子育て中の保護者た

ちが、そして関わる人たちが、富良野ならではの子育て

の環境づくりをしていくのだというふうに思いながら取

り組むことが重要だというふうに思っておりますので、

その認識は一致しているものだというふうに理解してお

ります。 

 実際に、このワークショップ等の手法を含めた意見交

換の場づくりというものは、どういったタイミングでど

ういうふうに行われていくのか、いま想定される範囲で

結構ですので、考えをお伺いします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 大西議員の再質問

にお答えいたします。 

 いま、ワークショップの手法というところで、意見交

換の場、そのことによって子育て中の方々が自分事に、

また、地域で支える方も自分事にということで、そうい

ったものをやっていくタイミングについての御質問だっ

たかと思います。 

 今年度の取組といたしまして、次の計画の話になりま

すけれども、いまの計画が令和６年度までということな

ので、令和７年度からスタートする次の計画に向けて、

今年度、そのニーズ調査をするということで予算特別委

員会の中でも話させていただいたところなのですけれど

も、そのニーズ調査というのが、内容もこれから詰めて

いったりとかするのですが、12月頃に調査を行いたいと

考えおりまして、それがまとまるのが大体２月とかにな

ってこようかと思いますので、それ以降、ですから、次

期計画に向けて年度明けというようなタイミングを考え

ています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（渋谷正文君） 以上で、大西三奈子君の質問は

終了いたしました。 

 ここで、５分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時01分 休憩 

        午前11時06分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、宮田均君の質問を行います。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） -登壇- 

 通告に従い、順次、質問させていただきます。 

 １件目は、宿泊税の早期導入についてお伺いいたしま

す。 

 コロナ禍、ロシアの侵攻（25ページで訂正）が長く続

き、コロナ禍も収束を迎えましたが、市内観光関連事業

者、特に宿泊業、飲食業、アウトドア事業者等々に大き

な痛手となり、国、道、そして市などの補助事業のおか

げで、持ち帰り商品の充実、宿泊割、商品券発売など、

行政と市民が知恵を出し合い乗り切ろうとしているいま、

まだ道半ばとも感じられるところでございます。 

 原材料の値上がりによる物価高は、市民を直撃し、市

内飲食店、商店街などの購買力は戻っているとは思われ

ません。いま一度、市内、市民の内需の向上を考える時

期と考えるところです。 

 一方、昨年の12月末から今年３月上旬の冬季スキーシ

ーズンには、コロナ禍前の約８割の外国人、国内の人た

ちが戻ってきて、現在も徐々に花の季節にお客様が戻り

つつあると実感しているところです。これからの観光客

増が見込まれる中、受入れ環境の整備の財源として、法

定外目的税の宿泊税、観光振興税とも申しますが、この

早期導入が望まれ、２点質問させていただきます。 

 １点目、宿泊税の早期導入に向けた進捗状況と今後の

タイムスケジュールは、２点目、宿泊税、観光振興税の

使途は具体的に検討されているのか、２点お伺いいたし

ます。 

 続いての質問に移りたいと思います。 

 ２件目、コロナ禍でも、国内、道内のお客様は多くあ

りませんが、その需要は富良野市にとって大変助けられ

た感じをしているところです。国内あるいは海外のお客

様が来ていただきやすい環境づくりが大切と考えます。 

 その一つとして、旭川空港へのＬＣＣ、格安航空の参

入は、国内外のお客数のみならず、「北の国から」を知

らない若年層も含めた交流人口の増につながるものと考

えます。 

 そこで質問ですが、旭川空港へのＬＣＣ、格安航空の

参入、誘致について、１点だけお伺いいたします。 

 旭川空港へのＬＣＣ参入は、地域観光を含め、道北、

道央圏に有効と考えるが、誘致に向けた取組の現状と今

後についてお伺いいたします。 
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 続いて、３件目の質問に移りたいと思います。 

 移住定住促進についてお伺いいたします。 

 人口減が続き、農業、観光業、福祉分野、その他、後

継者不足、働き手不足、全国的にも、ここ富良野でも、

人材育成、人手不足の解消は将来の富良野に大きく影響

してくるものと考えます。市長が常におっしゃっておら

れる、現在住んでいる市民の幸せはもちろん大切ですが、

すばらしい富良野をＰＲし、移住、定住に結びつける取

組は大切だと考えます。移住、定住に関する情報提供の

在り方、対応について、５点伺います。 

 先ほどの大西議員の質問と重複するところもあろうか

と思いますが、私も通告させていただいておりますので、

質問内容を変えずに、そのまま５点質問させていただき

ます。 

 １点目、現在の取組状況と成果についてお伺いします。 

 ２点目、リビング・フラノについて、教育や子育てな

ど多様な情報掲載による内容充実が必要と考えるが、見

解をお伺いします。 

 ３点目、フラノ・ジョブ・スタイルについての求人情

報についてですが、求人の成果、実績についてお伺いい

たします。 

 ４点目、窓口相談におけるワンストップサービスの状

況をお伺いいたします。 

 ５点目、移住、定住にワーケーションはどうつながる

のか、見解をお伺いして、１回目の質問とします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 宮田議員の御質問にお答えします。 

 １件目の宿泊税の早期導入についての進捗状況とタイ

ムスケジュールについてでありますが、令和元年度に、

宿泊事業者や観光関係団体などによる観光振興財源検討

有識者会議を設置し、持続可能な観光振興財源の確保に

ついて検討した結果、令和２年３月、富良野市における

観光振興財源確保に向けた提言書として、有識者会議よ

り本市に提出されたところであります。この有識者会議

では、複数の財源確保の中で望ましい観光振興財源の在

り方について議論され、観光客から一定の理解を得られ

ている法定外目的税である宿泊税が最適であるとの結論

に至ったところであります。 

 その後の宿泊税導入の検討につきましては、提言書の

附帯意見として、新型コロナウイルス感染症により宿泊

事業者や観光事業者が大きな影響を受けていることから、

検討を始める時期や制度の導入時期は、今後の市場動向

を踏まえ、判断することとされており、コロナ禍による

地域経済への打撃に鑑み、議論を見合わせてきたところ

であります。 

 今後の検討につきましては、現在、徐々に人流が戻っ

てきており、観光客の入り込みも期待できることから、

令和８年度の導入を目指し、議論を進めてまいります。 

 次に、宿泊税の使途についてでありますが、有識者会

議の提言におきましては、特に、本市全体の魅力を高め

るために必要な取組、新規事業、拡充すべき既存事業、

緊急性の高い事業などに使用すべきとして使途を特定し

ておらず、市と地元関係団体で構成する（仮称）富良野

市観光振興基金活用検討協議会を立ち上げ、使途を検討

すべきとされております。 

 今後、ふらの観光まちづくり戦略会議での議論や観光

事業者との意見交換などにより、主な宿泊税の使途につ

いて検討を進めてまいります。 

 ２件目の旭川空港へのＬＣＣの参入、誘致についての

現状の取組と今後に向けての考えでありますが、現在の

旭川空港の就航状況は、旭川－羽田間往復７便、旭川－

台北間週１回往復１便を運航しております。 

 このうち、ＬＣＣは台湾のタイガーエアのみであり、

７月から10月までの期間において週２回に増便となる予

定であります。北海道内のＬＣＣは、主に新千歳を中心

に、成田、関西国際、仙台、福岡、沖縄などの各空港に

就航しており、大手航空会社とともに北海道への重要な

移動手段となっているところであります。 

 ＬＣＣの就航は、低価格で利用しやすく、新たな客層

の獲得につながる可能性があることから、今後の旭川空

港への誘致活動につきましては、旭川空港利用拡大期成

会やあさひかわ観光誘致宣伝協議会などと連携し、取り

組んでまいります。 

 ３件目の移住・定住促進についての移住、定住に関す

る情報提供の対応についてでありますが、現在、実施し

ている移住、定住に関する取組は、移住促進情報リビン

グ・フラノやＳＮＳを活用した情報発信のほか、移住に

係る相談窓口を開設しております。 

 令和４年度のリビング・フラノの実績としましては、

訪問ユーザー数１万7,284人、５月末現在のＳＮＳのフォ

ロー数は1,145人となっております。また、令和４年度の

移住に関する相談件数は23件で、実際に移住に至った件

数は、把握している分として平成18年度以降137件となっ

ております。 

 次に、リビング・フラノの掲載内容の充実についてで

ありますが、リビング・フラノには、住宅に関する情報

だけではなく、生活、求人情報、子育て、ワーケーショ

ンやふるさと納税のほか、本市の近況についても掲載し

ております。今後も、移住を検討している方に必要な情

報を発信できるよう、随時、見直し、更新を行いながら、

掲載内容の充実に努めてまいります。 

 次に、フラノ・ジョブ・スタイルでの求人の成果と実

績でありますが、６月１日現在、掲載企業106社、求人件

数118件と年々増加しており、月平均のユーザー数も令和
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４年度で約4,000人を数え、沿線の高校生だけではなく、

道内、首都圏でも多く閲覧されております。 

 採用の実績につきましては、令和３年度２社２名、令

和２年度で５社７名、令和元年度で６社６名であり、市

内企業の求人情報を集約したサイトとして効率的、効果

的に活用されているものと考えております。 

 次に、移住相談におけるワンストップサービスにつき

ましては、専門所管部署と連携しながら、移住担当部署

で対応しております。 

 次に、移住、定住とワーケーションについてでありま

すが、ワーケーションは、第６次富良野市総合計画に掲

げた関係人口創出の取組として、本市に訪れた方が移住、

定住のきっかけとなる関係人口となることを目的として

進めており、その後、訪れた方へ各種情報提供を行うな

ど関係性を継続することで、将来的に定住人口につなが

ることを目指しております。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 再質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） まず、１件目の宿泊税の早期導入

についての１点目、早期導入に向けた進捗状況と今後の

タイムスケジュールは、令和８年度を目指すということ

ですが、私は、ニセコの例もありましたように、時間が

かかるということを非常に懸念しております。というの

は、宿泊税は、やはり、正当にしっかりといただいて、

そして、観光の整備に使える財源としては、非常に時間

を要するわけですけれども、なるべく早くてこの令和８

年度なのかどうなのか、もう一度、お聞きいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 先ほどの市長の答弁にありましたとおり、令和８年度

を目指してやっていくということであります。いまこれ

からやろうとしているところですと、北海道がまだどの

ような方向になるのか分からないという状況であります

ので、その協議があります。また、宿泊事業者との協議

があったり、あるいは、条例の周知期間ですとか、また

調整に向けた準備、このようなものも一定期間が必要と

いうふうに考えておりますので、できるだけ前倒してや

りたいところではありますが、いまのところは令和８年

度を目標にやっていくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） いまの答えで、時期は、早くして

令和８年度だということを承知いたしました。 

 次に、宿泊税の使途を具体的に検討しているのかとい

うことなのですけれども、今後、観光振興の関係者の中

で話し合って決めるということでした。まだまだ、観光

において、例えば整備されるべきところは非常に多いと

いうふうに考えております。特に、外国人のごみ問題な

ども、非常に大きな問題になってくるのではないかなと

いうふうに思っております。ここら辺は、外国人だけで

はなくて、日本人も含めて、山部自然公園太陽の里の整

備だとか、そういうほうにも使えるのかなというふうに

考えておりますので、十分に検討されて宿泊税の使途を

考えていけたらなと思います。 

 この中で、外国人の宿泊税をいただくような仮算定と

いうのはされているのでしょうか。要するに、宿泊税を

いただくようになったとき、どれぐらいになるかという

算定はされているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 宿泊税をいただいたとき、どのぐらいになるかという

御質問ですけれども、まだ決定ではありませんが、この

有識者会議の中で大体１人に対して１泊200円程度を徴収

してはどうかというような提言がされております。その

200円を使わせていただいて、また、コロナ禍が始まる前

の宿泊数は大体65万泊だったでしょうか、そのぐらいの

宿泊数と掛け合わせたときに大体１億3,000万円ぐらいの

収益といいますか、宿泊税になろうかということで試算

しております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 非常に大きなお金ですので、確実

に、早期に、スケジュールもしっかりしながら導入に向

けて対策を取っていただきたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 旭川空港へのＬＣＣ、格安航空の参入、誘致について、

市のほうでもこれは非常に有効だという答えで、旭川近

辺、あるいは旭川空港利用拡大期成会なども含めて拡大

に向けて取り組んでいきたいというようなことでお聞き

しました。 

 現在、ＬＣＣなどでも女満別空港、釧路空港に期間運

航（61ページで訂正）しているＬＣＣがございます。道

東観光に非常に寄与しているというふうにお聞きしてお

ります。広域で声を上げて取り組むということなのです

が、具体的に、航空会社を指定してこちらのほうから提

言していくというようなことは考えているのか、お聞き

したいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 
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○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 市長答弁でも申しましたけれども、ＬＣＣの誘致につ

きましては、旭川空港利用拡大期成会の中に富良野市も

参画をしてございます。この期成会でありますけれども、

上川管内の市町村、商工団体、観光団体で構成しており

ます。 

 今年度のこの期成会の活動方針の中で、多様化する旅

行需要への対応を図るとともに、各国、地域の乗り継ぎ

需要の取組を見据えた国内外からのＬＣＣ誘致活動を行

うということをうたっております。富良野市といたしま

しては、旭川空港に誘致をするという部分でいきますと、

富良野市単独でということではなく、こちらの期成会に

参画しながら、共に誘致活動を行っていくという考えで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 旭川空港利用拡大期成会の中でい

ままでもやっている、そして、これからもやっていくの

だというようなことでお聞きしましたが、もう既に、女

満別空港、釧路空港を含めると時間がたっております。

どうして実現できないのかという部分では、非常に声が

弱いのではないかというふうに思いますが、どうお考え

なのでしょうか。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 誘致のスピードが遅いというようなこと、声が弱いの

ではないのかということでありますけれども、実際に、

旭川空港につきましては、上川全体で誘致ですとか利用

を拡大していきましょうということになっております。

航空会社に求めるということも当然ありますけれども、

飛行機を誘致するということは、来てもらうだけではな

く、こちらからも行くということも当然求められてくる

わけです。航空会社に働きかけるとともに、利用拡大期

成会ということですので、私たちの地域の人間も利用を

増やしていくということも併せて取り組んでいかなけれ

ば、富良野市が大きな声をという御意向については一定

の理解はいたしますけれども、そこだけでは不十分では

ないかというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） いまの答弁ですと、ＬＣＣを誘致

するのだけれども、市民あるいは地域住民の利用も非常

に大切だというようなこともおっしゃいました。それで

は、そういうような取組はされているのですか。ＬＣＣ

を入れるために、具体的には、旭川空港利用拡大期成会

が一生懸命やっていますよ、その反対に、いま問題があ

るのは、誘致だけではなくて、地元の皆さん（26ページ

で訂正）も利用するということが問題ですよと言ってい

るのですか、いまの答弁の中では。いかがでしょう。 

○議長（渋谷正文君）御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再々質問にお答

えいたします。 

 私が先ほど申し上げた部分につきましては、富良野市

の見解ということよりも、旭川空港利用拡大期成会の中

で飛行機を誘致するということではなく、旭川空港の利

用を拡大しましょうというための期成会です。そのため

にＬＣＣも含めて誘致を方針にうたっているということ

で、利用を強制するとか、決してそういったことではな

く、空港の利用を拡大するための方策ということで期成

会として様々な取組を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 僕は、ＬＣＣの参入が早期に実現

すればいいなというふうに思っているわけです。その中

で、いままで既存の旭川空港利用拡大期成会の中で進め

ているという回答でした。けれども、私は、それではな

かなか進んでいないのかなというのが実感なのです。そ

の中で、やはり、もう違う手段で、例えば、市単独でも、

先ほども言ったように、各航空会社に直接でもいいから

誘致運動するというようなことを、僕は考えられると思

うのですけれども、その点はいかがですか。 

○議長（渋谷正文君）御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 宮田議員の再々質問にお答

えいたします。 

 先ほど総務部長が答弁されていましたけれども、やは

り、航空会社は、企業ですので、あちらから飛行機が飛

んできて、こちらから空で返すわけにはいかないという

状況であります。やはり採算とかそういうところを見て

いますので、できるだけこちらからお客を送るというこ

とも必要になってくると思います。 

 それで、航空便の就航については、世界中の国で、ま

た、いろいろな地域でも飛行機を飛ばしてほしいという

ふうに思っています。その中で、やはり、富良野市の単

独自治体だけではなくて、この旭川空港を中心としたい

ろいろな自治体や商工会議所、観光協会だとか、みんな

で力を合わせてこの地域のエリアの魅力を発信する、そ

して、何とか飛ばしてほしいという熱意を見せることが

大事だというふうに思っていますので、旭川空港の周辺
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のみんなが協力しながら誘致活動する、これがベストで

はないかなというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） いまの御答弁で、そういう熱意、

地域の熱意を熟成させていくのだということで分かった

のですけれども、現実的に、先ほども言いましたが、女

満別空港と釧路空港はもう何年も前から就航しているわ

けですね。こういう事例もありますから、やはり、そう

いう事例も含めて、今後ともいまの取組がどんどん前に

進んでいくように努力していただきたいと思います。 

 もう一度だけ、御答弁をお願いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時36分 休憩 

        午前11時38分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 宮田均君、内容を精査して、改めて質問していただき

たいと思います。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 旭川空港へのＬＣＣの就航につい

ては、同じ質問になりましたので、取り下げさせていた

だきます。 

 今後とも就航への声をどんどん上げていっていただき

たいということで、この質問を終わりたいと思います。 

 それから、先ほどの１件目の質問の中で、ウクライナ

紛争と言いましたが、これは、ロシアの侵攻に訂正させ

ていただきたいと思います。 

 続いて、３件目の移住定住促進について５点伺いまし

たが、大西三奈子議員の質問と重複するところもござい

ますけれども、調整しながら私も質問させていただきま

す。 

 現在の取組状況と成果についてお伺いしたのですが、

１点目については、今後とも、やはり、情報提供の仕方、

それから取組の状況、いろいろ深いことが感じ取れるわ

けです。令和元年からですか、いろいろ数字を言ってい

ただきましたけれども、これが多い、少ないということ

ではなくて、これからももっともっとこの成果を上げて

いくのだという取組の中で、２点目、あるいは、３点目

と重複するかもしれませんが、リビング・フラノについ

て、教育や子育てなど多様な情報掲載による内容充実が

必要と考えるが見解を問うという質問で、移住を希望す

る人たちにどんな情報が有効なのかについては、リビン

グ・フラノですから住むところという条件がございます

が、市の持つ情報をネットで見てみますと、富良野のと

ころも出ますけれども、一般企業のほうが一番最初に出

まして、富良野の情報に一軒家も入っていますけれども、

旭川とか滝川の情報も出てくるようなことになっている

と思います。 

多様な情報掲載というのは、例えば、市の持つ財産な

ども公開していってはどうなのか、あるいは、教育財産

の一般財源を早くして、そういうものを公開していくと

いうようなことも重要になってくるのではないのかと思

います。 

 移住希望者の方は、まちなかだけではありません。そ

ういう中では、一軒家、あるいは田舎の暮らしなども含

めて、多様にわたってホームページに掲載すべきと思い

ますが、その点についてもう一度お伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 宮田議員、市の財産という発言

がありましたけれども、市の普通財産ということでよろ

しいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 リビング・フラノの掲載内容の充実ということですけ

れども、リビング・フラノの中では、現在は、市に申込

みをされた賃貸の物件などを中心に掲載しているところ

であります。 

 移住を希望される方のニーズという部分でいくと、売

り物件ですとか土地ですとか、そういったこともニーズ

があるというふうに考えておりますので、リビング・フ

ラノの中に特定の事業者の物件を載せるということはそ

ぐわないというふうに考えておりますので、市内の不動

産業者、扱う業者の一覧につながるようにというような

ことでリビング・フラノの中で取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。 

 加えまして、市の未利用財産については、ホームペー

ジで公表しておりますけれども、そこにもリビング・フ

ラノからアクセスできるような仕組みにしてまいりたい

と考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 市の持つ普通財産などもそういう

ふうに掲載していきながら、移住希望者の多様な希望に、

見たときにすぐ分かるようなリビング・フラノ、それか

ら、市でも、先ほどと重複するかもしれませんが、大西

議員の質問にもありましたように、教育や子育て環境の

充実がしっかりとすぐに分かるようなホームページにな

っていったらいいかと思います。 

 続いて、三点目の質問、フラノ・ジョブ・スタイルに
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ついての求人情報の成果、実績についての再質問をさせ

ていただきます。 

 フラノ・ジョブ・スタイルを見てみますと、市での内

容の検証が足りないのではないかという思いがあります。

というのは、2019年の人口がそのまま掲示されていたり、

フラノ・ジョブ・スタイルの中で、もう閉館したホテル

の情報が載っているなど、市が委託しているにもかかわ

らず、市がフラノ・ジョブ・スタイルの中身をしっかり

と把握して管理しているのか、お伺いします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 内容のリニューアルというところだと思いますけれど

も、市としても、内容についてはチェックしているつも

りでありますが、中身の修正等については、委託してい

る業者にお任せしているところもあります。ですので、

求人情報とか様々なもの、新しくなっているもの、それ

についても委託業者にお任せして更新したりというふう

になっているのですけれども、市としても、こちらから

委託しているものでありますので、チェックしていきた

いというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君）続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 幾ら委託しているとはいえ、やは

り、見やすい、分かりやすい、多方面で求人情報が得ら

れるのだというようなことでは、僕がフラノ・ジョブ・

スタイルを見つけるのが下手なのかもしれませんけれど

も、フラノ・ジョブ・スタイルを見ていると、ニセコの

情報などもトップに上がってくるというようなこともあ

ります。これからは、やはり、きちんと富良野のことが

すぐに分かるようなホームページの在り方というのが望

まれるかなと思われます。 

 それから、これは、ハローワークなどとの連携という

のはされているのでしょうか。これも委託先にお任せし

ているということなのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 宮田議員の再々質問にお答

えいたします。 

ハローワークとの連携でありますけれども、市と委託

業者の間での契約ですので、絡んではいないという状況

になっています。 

以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） リビング・フラノとフラノ・ジョ

ブ・スタイルについて続けて質問しましたが、内容はリ

ビング・フラノにも通じるかもしれませんが、移住希望

者の方がいる中で、中身を見ると、移住者の成功例だけ

ではなくて、富良野に来たらこんな問題もいっぱいある

よというのが一番トップに上がっているような気がする

のですけれども、やっぱり、こういうことはちょっと順

序を変えたほうがいいのではないかと考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩します。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時49分 休憩 

        午前11時55分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 宮田議員、内容を精査して、改めて質問してください。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 今回のこの質問の中で、検索した

ら、最初にニセコのホテルが出てくるとか、滝川、旭川

の情報が出てくるとかというのはインターネット検索で

ございます。 

フラノ・ジョブ・スタイルで、先ほど言ったような移

住失敗だとかというのもインターネット検索ですので、

この質問を取り下げさせていただきます。 

 それから、先ほどの２件目の質問のＬＣＣ、格安航空

参入の中で、逆に、向こうから来てくれた方に対して、

こちらの連中と言ってしまいましたので、地元の皆さん

も利用するというように訂正させていただきたいと思い

ます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 窓口相談におけるワンストップサ

ービスの状況について伺ったのですけれども、私が某役

場に移住、定住のことで、市役所に直接行ったときの対

応といいますか、その情報提供の在り方、そして、そこ

に力を入れているなという感じがしたのは、要するに、

情報を皆が共有して、そしてワンストップサービスにつ

なげているという窓口業務なのです。これは企画振興課

だと思うのですけれども、このようにワンストップのサ

ービスが行われているのかどうか、もう一度お聞きした

いと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 移住に関するワンストップサービスにつきましては、

本年４月よりシティプロモーション推進課が窓口となっ
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て行っております。一般的な御相談につきましては主管

でありますシティプロモーション推進課で受け付け、専

門的な分野になりましたら、各担当に説明を求めるとい

うようなことで、窓口を１か所にして対応しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 新しいシティプロモーション推進

課でワンストップサービスを充実させていくのだという

ようなことでお聞きしました。移住に対し、直接来てく

れた方への対応が非常によくなるものと確信しまして、

次の質問に移りたいと思います。 

 移住、定住にワーケーションはどうつながるのかとい

う見解について伺います。 

 交流人口など富良野ファンにはつながると思いますが、

ワーケーションに来る方というのはいろいろ場所を選ん

で来るわけです。富良野であったり、ニセコであったり、

いろいろな場所を選んで来ています。選ばれているわけ

です。その中で、これを移住、定住、あるいは企業誘致

につなげるのだということが言われていますけれども、

そこら辺について、ほかの市町村でもワーケーションが

つながったケースというのはあるというふうに僕も聞い

たり見たりしておりますが、もう一度、このワーケーシ

ョンが本当につながっていくのかということを具体的に

説明していただきたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 ワーケーションの前提となります関係人口につきまし

ては、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、地

方への移住、定住を促進させるための方策として観光人

口の創出を図るということでうたわれておりまして、富

良野市は、そのことも参考にしながら、総合計画の中で

関係人口の創出の取組を進めてきているところでござい

ます。 

 具体的な手段の一つとしてワーケーションを行ってき

ておりますけれども、富良野市は、ワーケーションに来

ていただいた方の宿泊や、本年度でいきますとレンタカ

ーの利用料に対する助成事業を行っておりますが、そう

いった事業を利用された方につきましては、市の担当者

とも連絡を密にしながら、具体的なワーケーションを行

っての課題ですとか、富良野市のワーケーションに期待

する部分ですとか、そういった御意見もいただいている

ところであります。 

 あわせまして、フェイスブックでありますけれども、

富良野のワーケーションのフェイスブックのグループと

いうのをつくっておりまして、この中で継続的に情報発

信を行っております。 

 あとは、令和４年度になりますけれども、「富良野フ

ァン」創出交流会というものを東京都で開催しておりま

す。こちらにつきましては、これまで、富良野市とつな

がりのある事業者の方やワーケーションの実証に来られ

た方に直接お声がけをして、首都圏が多いですから、そ

ういう方に集まっていただく機会を設けております。そ

の中で、富良野市の状況でありますとか、ふるさと納税

の取組でありますとか、企業版ふるさと納税の関係です

とか、そういった情報発信をしながらさらに交流を深め

るということも行っておりまして、ワーケーションに来

ていただくことだけではなく、その後、つながり続ける

ことで継続的に富良野市に複数回訪れていただいている

方もいらっしゃいますし、富良野市の行政課題に興味を

持っていただいた事業者や個人の方というのもいらっし

ゃいます。そういった関係性を深めながら関係人口から

定住人口に何とか移していきたいというふうに思ってい

ますし、あわせまして、いま、多様な働き方、２拠点居

住とか、そういったものもあります。そういった可能性

も含めて追求していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） それでは、ここで、午後１時15

分まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後０時04分 休憩 

        午後１時15分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 続いて、質問ございませんか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 回答にもありました富良野ファン

の集いなど、新しい取組として、シティプロモーション

推進課の一層の取組推進と、また来ていただくための取

組も重要と考えますが、ワーケーションを次のステップ

に進めるために、一層、より多くの人に知っていただく

ための広報の充実が必要と考えますが、その点について

質問させていただきます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 ワーケーションの取組の中で、今後どういうふうに見

せていくのかというようなことかと思います。 

 富良野市のワーケーションの取組につきましては、ワ

ーケーションの特設サイトを昨年度に開設いたしまして、
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これまでワーケーションに来ていただいた方の感想です

とか、レポート、お勧めのワーケーションのプラン、ワ

ークスペースなど、そういった様々なものを紹介して、

新たに来ていただく方、また再度訪れていただく方に情

報発信しているところでございます。あわせて、フェイ

スブックも活用しながら、その折々の情報について発信

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（渋谷正文君） 以上で、宮田均君の質問は終了

いたしました。 

 ここで、暫時休憩します。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時17分 休憩 

        午後１時18分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、坂口邦夫君の質問を行います。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） -登壇- 

 通告に従い、順次、一般質問いたします。 

 コロナ禍による世界経済と人々の暮らしは、大きくさ

ま変わりし、その変容に対応した国民の暮らしや働き方

は、それぞれの分野において大きく変容し、一部廃業に

追い込まれるなど、苦しい経済実態の現実も散見されま

す。一方、地方におきましては、中山間地域や農村部、

過疎地域のさらなる人口減少などにより、地域公共交通

の維持ができないなど、地方財政に大きく依存した形が

見受けられます。 

 ＪＲ西日本は、2022年の春ダイヤ改正において、輸送

密度が2,000人未満路の赤字路線を17路線30区間公表し

ました。ＪＲ北海道においては（61ページで訂正）、根

室線富良野－新得間など、廃止やバスへの転換を含めた

協議を始める路線提案を示しました。 

 富良野市としては、令和５年３月に、地域公共交通計

画の活性化及び再生に関する法律に基づく富良野市地域

公共交通計画を策定し、富良野沿線の公共交通の現状や

課題、将来像などを分析し、地域の実情に即した輸送サ

ービスの実現に向け、施策を提案しているところであり

ます。 

 そこで、１件目、富良野市内において、現在、ＡＩオ

ンデマンド交通事業委託による実証事業が開始されるこ

とは、大変、今後期待をしているところでありますが、

特に山間部、僻地、農村部においては、買物困難者や医

療困難者、通学困難学生を生み出さない対策として、地

域コミュニティカーの運用、児童生徒送迎事業、外出支

援サービス助成事業、生活交通路線維持対策事業費など、

計13支援として7,000万円強の財政支援をいただいている

状況にあります。 

 そこで、１点目、今後の市民に向けた周知対応につい

てお聞きいたします。 

 ２点目、廃線後の駅舎等の利活用の考え方についてお

聞きいたします。 

 続いて、近年、コミュニティカーやバスの代行運行が

多くなり、それに伴い、人身事故や交差点での事故など

が散見されます。静岡県小山町のふじあざみラインにお

いては、死亡事故１名、重軽傷者26名の横転事故となり、

運転手の運転技量だけを責めるわけにはいかないなどと

した、バス会社にも責任はあるとの見解もあり、高齢ド

ライバーの採用も、近年、問題視されております。 

 そこで、富良野市内においてコミュニティカーの運用

についてお伺いいたします。 

 １点目、富良野市内のコミュニティカー運用における

事故対応について、本市のお考えをお聞かせください。 

 ２点目、山部地区コミュニティカー運用における利便

性向上についてお聞きいたします。 

 続きまして、３件目、富良野市における鳥獣害対策で

す。 

 富良野市の農業産出額は、2020年農林業センサス調査

によると、産出額1,730億円と推移し、全国で110位、北

海道で14位と、日本の食料基地として、また食料安全保

障の観点からも、その責務は大変に重要であります。中

でも、耕種農家においては1,427億円、畜産では307億円、

野菜の産地である富良野においては1,219億円と、売上げ

の70％を占める売上げ構成となっています。 

 しかし、近年は、鳥獣被害での減収、減益が問題視さ

れており、特に、山間部における山林に隣接した田畑の

食害、踏みつけ被害が顕著になっており、耕作を諦める

農家も現れ、泣き寝入りの状態です。 

 酪農家においては、牧草収穫量反当３トンから3.5トン

の収穫量を金額相当７万3,500円と相当すれば、半分以上

の食害との調査結果です。また、日本家畜伝染病におい

ては、口蹄疫が宮崎県、イギリス、韓国において発症さ

れ、牧草採草地での感染はとても危険な状態です。また、

一般耕種農家においては、ふらのワイン原料のブドウの

食害、小麦、水稲、ビート、スイカなど様々な食害があ

り、タマネギ、アスパラ等については踏みつけ被害が多

発していることは、ふるさと納税返礼品に選定されてい

る富良野にとっても被害が甚大だと言えるでしょう。 

 富良野市鳥獣害対策協議会の過去11年の経過において

は、被害額調査報告にて、平成24年が１億3,000万円、平

成25年が１億3,000万円、令和元年が１億1,000万円、令

和２年が１億6,000万円、令和３年が１億6,000万円、令
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和４年においても１億4,500万円と、微増の結果になって

います。これについては、それぞれの地区協議会におい

てアライグマ、熊、鹿対策として電気柵の設置など様々

な対策後の数値です。また、北海道警察の調べでは、鹿

との接触事故が激増しており、令和３年では4,009件、令

和４年においては4,480件、一方、富良野市内においては、

令和３年が47件、令和４年（29ページで訂正）が70件と

右肩上がりです。令和５年については、５月末時点にお

いても23件との調査結果です。 

 １次産業が基幹産業の富良野市としては、経済的影響

は甚大です。現在、緊急対策として、農家自身が鹿柵を

設置しているところですが、これは施工しただけの個々

の範囲となり、施工していない近隣地の電気柵設置なし

の農地への被害が大きくなることから、農業地域中心部

の方々には、山林隣接地域の方々の努力により、その地

域全体や地域中心部の農地の保全が保たれていることは

確かな事実であり、中山間集落地域の農業者全ての共通

認識があっての鳥獣害対策です。その共通認識を全ての

農業者が思えるように共有すべきですし、鳥獣被害者が

泣き寝入りするのは、同じ農業者として痛恨の極みです。

現在の樹脂製鹿柵ネットから金網ステンレス製ネットの

鳥獣害被害対策としなければ、ますます離農や耕作放棄

地の増加につながると考えます。 

 そこで、１点目です。 

 富良野市の今後の対策としてどのような対策を検討し

ているか、伺います。 

 ２点目、現在補助している狩猟免許取得に関わる事業

として、狩猟免許の取得者の過去３年の推移と新規狩猟

免許取得者の現状をお知らせください。 

 ３点目、国や北海道に対しての要請も含め、広域的な

対策について富良野市の見解を伺います。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時26分 休憩 

        午後１時30分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 ただいまの５番坂口邦夫君の質問でありますけれども、

何点か訂正がございますので、発言を許可いたします。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 鳥獣害被害については、令和４

年を令和７年と申し上げましたが、令和４年が70件とい

うことで訂正いたします。 

 もう一つは、ＪＲ廃線に伴う富良野－新得間について、

公共交通事業のことを意味合いとして話をしてしまいま

したので、この部分については、前段のお話を訂正させ

ていただきます。 

○議長（渋谷正文君） １点目の項目の最初の質問です

けれども、ＪＲ根室線富良野－新得間の廃止に伴う対応

についての今後の市民に向けた周知の対応について伺う

ということでよろしかったでしょうか。先ほどは計画の

ような趣旨でお話をされていたと思いますけれども、あ

くまでもＪＲ根室線富良野－新得間の廃止に伴う対応に

ついての今後の市民に向けた周知対応について伺うとい

うことでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 坂口議員の御質問にお答えいたします。 

 前段、お断りしますが、訂正もいただきましたけれど

も、通告いただいた内容に沿って答弁させていただきま

す。 

 １件目のＪＲ根室線富良野－新得間の廃止に伴う対応

についてでありますが、令和６年３月31日をもって根室

線富良野－新得間の鉄道事業が廃止されることに伴い、

現在は、令和６年４月１日からの代替バス運行開始に向

け、運行ダイヤの調整や運行車両確保などの準備を進め

ているところであります。運行開始の準備がおおむね整

うのは本年の冬頃になると見込んでおりますので、今後

の市民に向けた周知対応につきましては、年明け頃を目

途に、広報紙への掲載や運行時刻表の配布、さらに各学

校を通じるなどして広く周知してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、廃線後の駅舎等の利活用の考えにつきましては、

現在のところ、ＪＲ北海道との協議を開始するには至っ

ておりませんので、今後、ＪＲ北海道側の意向を確認し

た上で、市民の方々などから広く御意見、御要望をお聞

きしながら方向性を見定めてまいりたいと考えておりま

す。 

 ２件目のコミュニティカーの運用についてであります

が、現在、富良野市内で運行しているコミュニティカー

は３系統あり、島ノ下と山部が市内タクシー事業者への

委託により、東山が地域住民による自家用有償旅客輸送

により、それぞれ運行しております。 

 コミュニティカー運行における事故対応につきまして

は、交通事故により人が負傷した場合や物が損壊した場

合は、その当事者である運転者やその他の乗務員は、直

ちに救命措置や２次災害の防止を行うなど、緊急措置義

務が課せられますので、事故の大小にかかわらず、必要

な措置を講じなければなりません。 

 コミュニティカーを委託している市内タクシー事業者

や、自家用有償旅客輸送として国の認可を受けて運行し

ている地域団体は、事故防止のための安全管理を含め、
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十分にその責務を果たしながら運行いただいていると認

識しているところでございます。 

 次に、山部地区コミュニティカーの利便性向上につい

てでありますが、山部地区につきましては、交通弱者の

通院の足の確保を目的として、予約に応じて、自宅と診

療所、または公共交通機関との間を送迎する自由経路、

ミーティングポイント型デマンド方式としてコミュニテ

ィカーを運行しているところであります。 

 本年３月に策定した富良野市地域公共交通計画では、

山部地区の既存モビリティーの利便性向上に向け、現状

の課題を踏まえた上で、令和９年度までの計画期間の中

で、関係者協議の実施や、運行内容の拡大検討、実証運

行の実施、検証等について検討していくこととしており

ます。 

 ３件目の富良野市における鳥獣害対策についてであり

ますが、現在、国の補助により設置している鹿柵の維持

管理、中山間地域等直接支払交付金を活用した電気牧柵

の設置や鹿柵の補修への補助、鳥獣被害対策実施隊によ

る捕獲、アライグマなどの中型動物対策としての箱わな

の貸出し、ハンターの確保におきましては、狩猟免許取

得や新規猟銃取得への補助などに取り組んでいるところ

であります。 

 今後の対策につきましては、効率的、効果的な捕獲方

法の研究、老朽化する鹿柵の修繕、更新、電気牧柵設置

の補助や猟銃の所持に対する補助の見直し、捕獲交付金

の見直しなどが考えられますので、有効な取組を検討し

てまいります。 

 次に、狩猟免許取得者の過去３年間の推移であります

が、令和２年度１人、令和３年度なし、助成額を増額し

た令和４年度は１人であり、今年度の新規取得希望者の

現状につきましては、現在３件の問合せをいただいてい

るところであります。 

 次に、広域的な対策についてでありますが、野生鳥獣

は全道的に増加している傾向にあり、単独自治体での対

応には限界があると認識しております。現在の広域的な

取組としましては、自治体、関係機関、団体などで構成

されている上川地域野生鳥獣対策連絡協議会が設置され

ており、広域的な野生鳥獣の適正な保護、管理、農林業

被害防止、人身交通事故防止など情報や認識の共有、ま

た、その方策について協議をしているところであります。 

 今後も、この協議会を通じ、国や北海道に対し、広域

的な対策の検討や補助事業等の予算確保について要請す

るとともに、沿線での協議の場の設置を検討してまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 再質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） ただいま市長の答弁にもあった

ように、沿線自治体や地域住民に対して、情報共有や協

議会の参加を通じて地域公共の課題や将来像について今

後進めていくという答弁でありましたが、再度なのです

が、どのようなスケジュール感があるのか。 

○議長（渋谷正文君） ただいまの質問は、１件目の１

項目めの最初の質問を行っているということでよろしか

ったでしょうか。 

 再度、質問をお願いいたします。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） １件目のＪＲ根室線富良野－新

得間の廃止に伴う対応についての市民に向けた今後の周

知対応ということで、今後、市民に説明もあると思いま

すが、どういったスケジュール感か、もう一度お聞きし

ます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 坂口議員の再質問に

お答えいたします。 

 ＪＲ廃線に伴う市民の方々への周知のスケジュールに

ついての御質問と受け止めさせていただきました。 

 今後の動きにつきましては、連合町内会長会議である

とか地域懇談会などの場面でも、都度、情報提供を行っ

てまいりますし、また、市長から答弁もありましたとお

り、年明け頃をめどに広く周知を図ってまいりたいと考

えているところでございます。 

 あまり早くに周知し過ぎますと、現行、西達布線も走

っておりますので、大きなダイヤ変更はいま予定はして

おりませんけれども、そこで新たな路線とのダイヤの混

同ということを避けることも考慮しまして、また、ＪＲ

のダイヤ改正が今後どうなるかというところについても

留意しながら、確認した上で、市民の皆様に広く周知を

行っていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 周知に向けた対応ということで、

地域公共交通計画を策定する際に、聞き取り調査を富良

野市側は行っています。市内高齢者、民生委員、町内会

長、児童委員、富良野市役所の関係部局、また、住民意

見交換会も実施されたようでございます。私の地域の山

部においては住民参加が２名ということで大変少なく、

残念な感じですが、市民の皆さんに、もう少し周知して

いただいて、今後のまちの在り方や未来像を語っていた

だく、随時、市民参加型の協議の場を、再度、設定する

必要があるのではないかというふうに考えますが、見解

をお伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 
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     ――――――――――――――― 

        午後１時44分 休憩 

        午後１時46分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 坂口議員、質問の内容を整理して、改めて質問願いま

す。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） ＪＲ廃線に伴う富良野－新得間

の対応についての中で、今後の市民に向けた周知対応と

いうことで、今後、市民の皆さんに、先ほど説明いただ

きましたが、もう一度、周知徹底という形を取る中で市

民の方々の意見を酌む場はどういうふうにあるのか、考

えをもう一度お聞きします。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

      ――――――――――――――― 

        午後１時47分 休憩 

        午後１時48分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 坂口議員の再質問に

お答えいたします。 

 ＪＲ廃線に伴い、もう一度、住民の意向を伺う機会を

設けるべきでないかという趣旨の御質問だったかと存じ

ます。 

廃線に至る経過の中で、それぞれ住民の皆様からの意

見聴取の機会を設け、また、沿線の自治体とも協議を重

ねた中で廃線という結論に至ってきているところでござ

います。そういった意味では、その議論をまた遡ってと

いうところは考えてございません。 

今後は、住民の皆様からの御意向で利便性の向上等の

意見につきましては、都度、承った中で、今後の運行に

反映していきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） １件目については了解いたしま

した。 

 続いて、２件目のコミュニティカーの運用についてに

移りたいと思います。 

 １点目ですが、事故対応マニュアルについてはどの程

度整備されているのか、また、マニュアル作成はどの程

度になっているのかお聞きいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 坂口議員の再質問に

お答えいたします。 

 事故対応マニュアルという御質問でございましたが、

タクシー事業者につきましては、自らが運送の安全に関

する計画の策定、実行、そしてチェック、改善という、

いわゆるPDCAサイクルを確実に実行しまして、安全対策

を不断に見直すことにより、社員一丸となって業務を遂

行するということが前提で運行許可を得ている状況の中

で、当方としましては、そうした安全マネジメントの実

施状況は確実に行われているという前提の中で委託して

きているところでございます。安全マネジメントの実施

状況等については、タクシー事業者のほうで実施状況を

チェックするための内部監査も行っていることが定めら

れておりますので、そうしたところについては信頼して

委託しているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 信頼して任せているということ

で、いま御答弁いただきました。 

 もしもの事故対応の責任について、責任の所在を明確

にしたいと思います。自動車運転手としての個人的な責

任は運転手だと思います。２番目に、運行業者としての

使用者責任、これは、使用者責任制度というものがある

と思います。３番目に、委託元の輸送サービスの提供者

としての責任ということで、これは、間接的損害賠償責

任と外形上供用責任制度ということに含まれているとい

うことでございます。３番目が、富良野市側の責任の間

接的損害賠償責任と認識いたしますが、その点について

御見解をお伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時52分 休憩 

        午後１時52分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 坂口議員の再質問に

お答えいたします。 

 坂口議員が御指摘のとおり、法で定められたそれぞれ

の運行上の責務というものは生じてくるわけでございま
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すが、その中身、対処につきましては、都度、事故の程

度、内容に基づきまして、関係法令に照らし合わせて、

場合によっては弁護士等を交えながら、その対応を検討

し、そして、しかるべき対処を取ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） ただいま答弁いただきまして、

富良野市内の委託業者といいますか、受託業者になりま

すか、有事があっても、万全な体制でその準備と対策を

持って関係各位が安全な運行に努めること、そして、市

民に対する持続可能なサービスの提供の継続をしていた

だくということが望まれるのかなというふうに私自身は

思っております。 

 この件は、了解いたしました。 

 続きまして、３件目に移りたいと思います。 

 鳥獣害対策なのですが、１点目、富良野市の今後の対

策として、どのような対策を検討していますかというふ

うに伺いました。 

 まず、緊急的な対策としてどのような答弁があるか、

先ほど、市長からも、中山間地域ですとか、いろいろな

補助がありますというふうに伺いましたが、その他何か、

検討できるような補助事業があるのかどうか、伺いたい

と思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 現在行っている支援につきましては、先ほど市長答弁

の中であったとおりでありますけれども、令和４年度か

ら補助内容を拡大してやっているような状況もあります

し、そのような中でも、被害の面積については増えてい

ったり、あるいは、被害の額についても大体１億5,000

万円程度で推移している状況になっています。 

 秋には地域懇談会もありますけれども、農村地域に行

けば必ず鳥獣害対策についての質問が出てきています。

非常に深刻な課題だというふうに認識しておりますけれ

ども、課題としては短期的な課題と長期的な課題がある

と思います。いまやっているそれぞれの支援については

短期的な課題、また、長期的な課題でいきますと、本当

に鹿柵を入れ替えるとか、そういうことにもなってこよ

うかというふうに思います。 

 そのような状況でありますけれども、今年、第４次富

良野市農業及び農村基本計画の策定の年になっておりま

して、これから各団体あるいは農業者との意見交換の場

が持たれていくというふうに思っておりますので、この

鳥獣害の対策については、その中で必ず出てくるという

ふうに思っておりますので、その意見交換等の内容につ

いてこれからの対策に生かしていきたいというふうに考

えています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 先ほど答弁の中で、猟銃や狩猟

資格取得の補助というふうに伺いました。高齢化により

資格更新しない方、または、資格所持でありながらも、

狩猟活動を継続的にできない、その他の理由も聞かれて

います。新規取得者、新しい免許を持った方を育てると

いう意味においても、持続可能な狩猟による鳥獣害駆除

の意味においても、ハンターへの広域的な大胆な補助、

その他の助成も必要と考えられますが、富良野市の考え

をお聞かせください。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 いま、ハンター確保に向けた支援ということでありま

したけれども、まず、狩猟免許取得の補助につきまして

は、現在、市のほうで８万円でして、プラスふらの農協

が農業者に対して５万円、合わせて13万円の支援内容と

いうふうになっています。狩猟免許の取得については大

体13万円あれば賄えるような状況になっておりまして、

補助としては十分ではないかというふうに考えています。 

 一方では、銃の取得、これについては費用が結構かか

りまして、銃によっても結構ピンキリであるとは思いま

すけれども、この助成が現在10万円というふうになって

います。あとは、弾ですが、この関係も非常に価格が上

がっているというふうにお聞きもしていますので、今後

の猟銃に関する費用、この部分について、猟友会の皆さ

んとも意見交換しながら調査して、今後の対策を考えて

いきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 次に、鳥獣害対策として、狩猟

免許の新規取得を進めることの一方で、安全対策も必要

と考えます。いま、御答弁いただいたように免許取得の

補助ですとか、ふらの農協などにも支援を受けていると

ころでございますが、その猟銃を扱う上で、富良野市と

しての安全対策を含めた考え方をお聞きいたします。 

○５番（坂口邦夫君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 坂口議員の再質問にお答え

します。 

 猟銃の所持につきましては、警察による厳しい審査が
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あり、また、所持した後も猟銃や弾の管理について報告

の義務があります。また、３年ごとに所持について更新

手続を行わなければいけないルールになっています。ま

た、猟友会におきましては、研修を行い、技術の向上と

併せて安全対策の意識向上を図っているという状況にな

っています。市におきましても、例えば、銃の事故が起

きた場合には、安全対策について周知を行っているとい

う状況になっています。 

 今後も、猟銃の使用についての安全対策、また、２年

前には熊によるハンターの事故もありましたので、その

ようなことも含めて、市の立場として安全管理について

の意識向上には努めていきたいというふうに考えていま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（渋谷正文君） 以上で、坂口邦夫君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、午後２時５分まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後２時00分 休憩 

        午後２時05分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、二宮利和君の質問を行います。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） -登壇- 

 通告に基づいて、順次、質問してまいります。 

 １件目、富良野市における地域公共交通の目指すべき

方向性についての１項目め、富良野市地域公共交通計画

について伺います。 

 本年３月に富良野市地域公共交通計画が策定されまし

た。本市においては、ＪＲ根室線の廃止に伴う交通網の

大きな変革、そして、一般路線バスは、現在４路線の運

行となっていますが、バスの路線を維持する赤字補塡は

年々上昇し、利用者は減少傾向にあります。令和２年度

は、市単独で3,000万円以上の赤字補塡を行っています。

また、現状のバス路線維持に当たって、バス事業者の運

転手不足も深刻となっています。このような背景の下で、

市内の交通網の効率化や再構築が必要となっています。

これらの課題を踏まえ、現状の交通体系を見直し、利便

性、収益性の向上、そして、何よりも交通弱者や交通空

白地帯の解消を目的に、富良野市地域公共交通計画が策

定されています。 

 地域の生活に公共交通手段の利便性はとても重要な要

素です。交通の利便性と住民幸福度は関連が高く、交通

の利便性の向上は幸福度に直接的な影響を与えます。特

に、高齢者や交通移動に何らかの制約がある住民にとっ

て、交通手段の利便性は日常生活において大変重要な要

素です。医療機関へのアクセスや社会参加の機会が保障

され、安心・安全な移動が実現することで、住民の生活

満足度や幸福度が向上すると考えられます。何よりも、

市民が富良野市で健康に暮らし続けるための公共交通と

して、構築されることが望まれています。 

 まちづくりの最上位計画である第６次富良野市総合計

画の中でも、地域公共交通に係る施策として、富良野市

地域公共交通計画を策定し、各施策と連動した地域公共

交通ネットワークの形成を図るということが明記されて

います。富良野市地域公共交通計画の基本方針の中では、

居住地域によらず、公共交通が移動選択として位置づけ

られる市内公共交通網の形成という大きな基本的目標が

設定されており、さらに、市内各地に住み続けられる公

共交通網の構築に向け、課題に即した施策の検討、実施

が必要なため、各地域で施策内容の検討を実施するとと

もに、それぞれのモビリティーが有機的に連携されるよ

うな市内公共交通網の形成を目指すとなっています。計

画策定過程では、住民のニーズの聴取として、細かな聞

き取りがあり、高齢者のみならず、民生委員、区会長、

様々な地域を支える方々の意見、そして、各地域の課題

や特性を把握し、市民のニーズに合ったよい計画をつく

るという強い意志が感じられます。ぜひとも、地域の利

便性を高め、そして、市民の皆様と一緒に幸せな生活を

できるだけ維持したい、そのような交通網の整備を進め

ていただきたい、そのような思いで、３点質問いたしま

す。 

 １点目、本計画の中では様々な検証がされ、市民のニ

ーズ、そして困り感など体系的に分析されていますが、

内容について、市民のどのような、また、どの程度の困

り事が、どのぐらいの緊急度で、現状の公共交通離れに

つながっていると考えているのかという点で、現状の交

通体系と市民の利用ニーズの乖離による市民の感じる不

便さ、それによる公共交通離れについての見解について

お伺いいたします。 

 ２点目、富良野市公共交通計画の基本方針、目標１に

居住の地域によらず公共交通や移動選択肢として位置づ

けられる市内公共交通網の形成とありますが、この観点

から考えた富良野の公共交通のあるべき姿として、市民

の方々が必要としている交通網とはどのような形で実現

されていくのか。そして、具体的にこの計画が達成され

ることによって、どの程度の利便性が確保されるのか、

受益者となる市民の多くの方と目標を共有化できるよう

な、少し具体的な内容や目標が必要だと思われますが、

いかがでしょうか。出来上がる交通形態が想像できるよ

うになれば、市民の理解もこれからの安心感も大きくな
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ると思われます。 

 ３点目、富良野市公共交通計画を通して、実現すべき

安心して暮らせるまちづくりの実現、この検証方法が評

価指数として示されています。指数化することによって、

目標の設定、そして到達度が分かりやすく評価できると

思いますが、令和３年度から令和９年度の計画終了時ま

での評価指数値が、現状値である令和３年度と変化があ

りませんが、これについて、理由をお聞かせください。 

 続きまして、２項目め、ＡＩオンデマンド交通につい

てお伺いします。 

 ＡＩオンデマンド交通の２度目の実証運行に向けた準

備が進んでおります。本市において、ＡＩオンデマンド

交通の整備は、住民幸福度の向上や生活の利便性を大き

く向上させます。全国的にも、オンデマンド交通の整備

が検討、もしくは、具体的に導入されてきております。

既存の公共交通では、住民利用者数が減るにつれ、利便

性や経済性など様々な課題が出てきており、高齢化など

に伴う住民からの要望に応えていくのが難しくなってい

ます。ＡＩオンデマンド交通を導入することにより、様々

な効果が見込まれます。 

 富良野地域では、現状の公共交通形態では住民の移動

手段に制約がありますが、ＡＩオンデマンド交通の整備

により、対象地域の住民は、自宅から行きたい場所への

移動が容易になり、日常生活において多様な活動に参加

する機会が増え、生活の質の向上ができます。例えば、

買物や医療機関へのアクセスが容易になることで、住民

の利便性は高まります。買物の利便性が高まるというこ

とは、経済的な効果も見込めます。また、移動しやすく

なることにより、住民の交流や社会的つながりを保ち、

社会的孤立感も軽減されます。 

 本市では、市街地域であっても、医療施設への距離が

遠く、バスでの移動は不便で、通院も大きな負担となる

ことがあります。ＡＩオンデマンド交通の整備により容

易に通院できるようになれば、定期的な健康チェックや

医療サービスの利用も容易になることで、住民の健康状

態の維持や早期の医療介入が促進され、本市が目指す健

幸都市の理念の推進にもつながります。また、公共交通

網の整備は、公共交通の利用が不便な地区に住んでいる

市民に、通勤する手段の選択肢が増え、新たな雇用機会

が生まれ、人員が不足している事業所での就労機会が増

え、経済効果も期待されます。 

 このような効果がある一方で、財政的な負担増や、運

営システム、ＡＩアルゴリズムの技術を使ったプログラ

ムの活用や選択、構築方法など、実施に当たり幾つかの

課題も懸念されます。 

 財政負担には、政府の交通インフラの整備や地域の活

性化を目指した補助事業などがあり、これらを十分に活

用することで、オンデマンド交通の整備に係る財政負担

を軽減していくことができます。さらに、オンデマンド

交通には、地域の民間事業者や地域の関係者とのパート

ナーシップが重要だと言われます。この事業を地域交通

インフラへの投資と捉えれば、地域のタクシー会社、交

通事業者と連携し、共同プログラムを実施することで財

政負担を分担することができ、まちづくりの一環として、

新しい交通網は新規ビジネスとして、運輸業界との協働

の経済活動として発展させることも可能です。また、教

育に係る輸送や、地域の福祉の振興、医療、観光、地域

経済の活性化につながるような広い分野の施策などを組

み合わせることで、さらに、収益性や社会的役割を担う

可能性もあります。 

 そして、効果的な運営システムが重要になります。オ

ンデマンド交通の効率的な運営と経費削減のためには、

最適なルート設計、運行スケジュール、車両の効率的な

配車などを、ＡＩアルゴリズムを活用した運営プロセス

により効率を向上させることを検討しなければなりませ

ん。これらをどのように構築していくのか、どんなシス

テムを利用するのか、その選択が大きな課題でもあり、

その選択方法は市民の皆さんにとっては非常に分かりに

くくなりやすいと思われます。 

 現在、全国で検討及び実施されているオンデマンド交

通と呼ばれる交通の形態には、大きくタクシー型のオン

デマンド交通、もしくは指定停留所乗降型のオンデマン

ド交通の２種類があります。主に、タクシー型のオンデ

マンド交通の場合、高齢者や障がい者などの交通弱者の

移動や生活支援には大きな効果が期待できます。近隣の

町村において、タクシー型のオンデマンド交通を採用し

て、住民の利便性が高まって効果が出ているという結果

もありますが、本市の実証運行は、指定停留所乗降型の

オンデマンド交通を選択しています。これらのことを踏

まえて、本市で計画されているＡＩオンデマンド交通の

実証運行について質問いたします。 

 １点目、１度目の実証実験については、令和４年第２

回定例会一般質問で成果や課題について質問があり、御

答弁いただいておりますが、ここで、改めて、本市の１

回目のＡＩオンデマンド交通実証実験の検証結果、そし

て、そのとき及びその後の分析などで出た課題について

伺います。 

 ２点目、現在進めている２度目の実証実験となるＡＩ

オンデマンド交通の実証運行について、さきの臨時会で

予算計上され、質疑が行われましたが、再度、概要と現

在の進捗、今後のスケジュールをお伺いします。 

 また、１回目の実証実験の課題に対し、どのような対

策を取られているのかについてお聞きしたいと思います。 

 ３点目、さきに述べましたとおり、近隣の町村におい

ては、タクシー型オンデマンド交通で実績が上がってい

ますが、本市においては、なぜ指定停留所乗降型オンデ
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マンド交通を採用しているのか、選択した理由及びその

経緯についてお伺いします。 

 ４点目、運行システムの構築や運行事業者を委託する

ための事業者を選択する公募型プロポーザルが今月９日

に公示されていますが、市民の利益を最優先課題として

選択するための委託先の選択方法、選択基準等について

お伺いします。 

 ５点目、ＡＩオンデマンド交通の実証運行については、

施策に対する市民の期待が大きいと思われますが、実用

化されて機能していく中で、今後、市内中心部だけでな

く、郊外部に運用を広げていく可能性についての見解を

お伺いします。 

 最後に、３件目、外出支援サービス助成の拡充につい

ての１項目め、外出支援サービスのタクシーチケット助

成の拡充についてお伺いします。 

 現在、本市では、ＪＲやバスなど公共交通機関を利用

することが困難な高齢者等を支援するため、タクシーチ

ケットの助成が行われています。タクシーチケットは、

高齢者や外出に制限のある障がい者など多くの市民にと

って、これからの安心できる生活を考える上でとても重

要な助成です。これにより、買物、そして通院などの機

会が確保され、生活の大きな支援となっています。利用

者は年々増加傾向にあると伺っていますが、タクシーチ

ケット助成の現状について伺います。 

 現状では、タクシーチケットが居住地域によって300

円から4,000円の範囲で年間24枚分配付されていますが、

多くの市民からは、現状で日常生活の利便性を確保する

には不足しており、現状の枚数及び金額について拡充を

望む声が多くあります。タクシーチケットの増額、交付

枚数の増加の検討について伺い、１回目の質問といたし

ます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 二宮議員の御質問にお答えいたします。 

 １件目の富良野市における地域公共交通の目指すべき

方向性についての２点目でありますが、通告をいただい

ている内容で御答弁させていただきます。 

 １件目の富良野市における地域公共交通の目指すべき

方向性についての１点目、富良野市地域公共交通計画に

ついてでありますが、市民の利用ニーズや住民の感じる

不便さにつきまして、令和３年に実施した市内の公共交

通に関するアンケート調査の結果では、移動手段として

公共交通が選ばれることが少ない状況であります。その

要因として、運行頻度や自宅から停留所や駅への距離と

いった課題もありますが、自家用車の利用が日常生活に

定着していることが、移動手段として公共交通が選択さ

れにくい大きな要因となっていると認識しております。 

 本市の公共交通のあるべき姿の考えにつきましては、

本市において、持続的な公共交通体系を目指していくた

めには、各地区の地域特性や条件に応じた施策の検討が

必要でありますので、ＡＩオンデマンド交通の実証運行

をはじめ、様々な移動支援に関わる車両や運転手など交

通資源を有効に活用することで、車を持たない状況とな

っても目的地への移動が可能となるよう、まちづくりと

連動した地域公共交通体系の構築を図ってまいりたいと

考えております。 

 施策の実施状況を検証する評価指標が現状値と変化が

ないことについてでありますが、本市の実態として、人

口減少傾向にあり、公共交通利用者数についても減少す

ることが懸念される状況にあります。このため、現在の

公共交通サービスの水準を維持するためには、少なくて

も現在の利用者数を維持することが、現時点での大きな

目標となるとの考えから、現状値を継続する指標設定と

したものであります。 

 ２点目のＡＩオンデマンド交通の運行についてであり

ますが、令和３年11月22日から12月21日までの30日間実

施したＡＩオンデマンド交通実証実験の評価につきまし

ては、利用者数111名、30日間の利用者総数は延べ1,426

名、１日当たりの平均利用者数は47名であり、利用者ア

ンケートでは、満足、とても満足と回答した方が48.9％、

有償運行にした場合でも利用したいと回答した方が

38.5％いたところであり、課題につきましては、仮想停

留所が分かりづらかった、事前に通知された到着時刻と

実際の到着時刻に違いがあったなどと認識しております。 

 次に、本年度、国のデジタル田園都市国家構想交付金

を活用して実施するＡＩオンデマンド交通の概要につき

ましては、富良野市街地に約50か所程度の乗り降りがで

きる停留所を設置し、会員登録した利用者が電話または

インターネットから予約すると、ＡＩが最適なルートや

運行時間を算出し、乗り合いによって目的地までのスム

ーズな送迎をする実証運行であり、運行時間は平日の９

時から12時、13時から16時まで、利用料金は中学生以上

の大人は300円、小学生150円、未就学児無料、運行車両

はワンボックス車両１台で、道路運送法第21条の許可を

得て実施する有償運行であります。 

 次に、現在の進捗状況につきましては、６月８日に富

良野市地域公共交通会議を開催し、道路運送法に基づく

協議を行い、６月９日に運行システムを選定するための

公募型プロポーザルの公示を行ったところであり、今後

は７月に運行システムの受託事業者の決定、８月からシ

ステムの構築、10月に利用者向け説明会の開催、11月か

ら無償による実証運行、明年２月から有償による実証運

行を予定しております。 

 次に、令和３年度に行った実証実験による課題への対

策につきましては、病院や商業施設、公共施設前などの
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誰もが分かりやすい場所に停留所を設置し、乗車予約は

予定日時の１週間前から30分前までに受付することで、

配車時間に関するトラブルの改善を図ってまいりたいと

考えております。 

 次に、指定停留所間での乗降とした経緯につきまして

は、交通事業者との協議の中で、運行経路や運行時刻が

定まっている路線バスよりも、利用者の予約に応じてき

め細やかな指定停留所間を運行するオンデマンド型交通

のほうが、市街地における市民ニーズに応えられる可能

性があると判断し、その有効性を検証するために、令和

３年度に無償の実証実験を行ったところであります。 

 次に、公募型プロポーザルによる運行システム委託事

業者の選定方法につきましては、参加申込みされた事業

者から、企画提案書の提出やプレゼンを実施し、市内の

交通事業者と市で組織するＡＩオンデマンド交通運行事

業委託プロポーザル審査会において、運行に関する実施

体制、工程、実績、提案内容、参考見積りについて審査

し、選定する予定であります。 

 次に、今後、ＡＩオンデマンド交通を市街地以外の郊

外部に広げていく可能性につきましては、富良野市地域

公共交通計画において市街地周辺地区の施策は、市内交

通資源の活用と路線バスの有機的な連携の実施と示され

ていることから、ＡＩオンデマンド交通を含め、どのよ

うなモビリティーが適しているのか検討してまいりたい

と考えております。 

 ２件目の高齢者の外出支援サービス助成の拡充につい

てのタクシーチケットの助成の拡充についてであります

が、本事業は、在宅の要援護高齢者の外出を支援するた

め、バスやＪＲなどの公共交通機関を利用することが困

難な高齢者に対し、タクシーチケットを交付し、料金の

一部を助成するものであります。居住地域によりチケッ

ト１枚の金額を300円から4,000円までの６区分に設定し、

１か月当たり２枚、１年間で最大24枚を交付しておりま

す。 

 助成の現状といたしましては、令和４年度において、

807名の対象者に合計１万8,122枚、金額ベースで1,295

万2,400円分のチケットを交付し、利用枚数は１万3,633

枚、利用額は980万1,130円であります。 

 次に、タクシーチケットの増額、交付枚数の増加につ

いてでありますが、次年度に向け、利用状況等を精査し

た上で、適正な金額、交付枚数について検討してまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 再質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 先ほど市長からの答弁でありま

した公共交通のいまの利用状況、そして、公共交通離れ

のことについてですけれども、その件について再質問し

たいと思います。 

 車の利用が中心であり、そして、バス停、駅などの利

用が若干不便である理由が、いま、公共交通を離れてほ

かの交通を使っている、車を使っていることが主な要因

というふうにお聞きしましたが、富良野市地域公共交通

計画の中で、今回、交通網を利用できる人々のカバー率

ですね、公共交通の現状について、公共交通の人口カバ

ー率というのが76％という調査が出ています。いま、７

割以上の人がＪＲやバスを利用できる、そういう環境に

ある中でも、まだまだ車の普及が中心で公共交通はそん

なに利用されていない。 

 そのような状況かと思われますが、この人口カバー率

76％というのは、駅から１キロメートル、バス停から300

メートルの範囲にある方、住まわれている方々が公共交

通を利用できる勢力権の設定というふうになっています

が、一般的に、駅から近いという感覚は徒歩で大体10分

ぐらい、500メートルから600メートルぐらいと言われま

す。１キロとなると徒歩で20分、そのような距離になり

ます。利用可能な住民という基準自体が、市民の感じ方

と多少乖離しているように感じます。さらに、富良野の

高齢化率が30％を超える中で、これから免許を返納され

る方、免許がない方が利用すると思った場合、冬の苛酷

な条件下、そういうものを加味するとさらにカバー率は

低いと思われます。この辺りの認識について、再度、お

聞きしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 二宮議員の再質問に

お答えいたします。 

 人口カバー率が70％強ということで、その辺りについ

ての御質問でございます。 

 二宮議員が御指摘のとおり、なかなか、地域全体、市

内全体に交通網を張り巡らせということは、現状、でき

ていない状況でございます。そうした中で、今後の地域

公共交通を検討していくに当たりましては、それぞれ地

域ごとに特性がございますので、住民との意見交換も含

め、地域ごとのそれぞれの状況を重ねながら、そこに適

した形を形成してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 質問は、一問一答で簡潔に進めてください。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） それでは、２点目の富良野市地

域公共交通計画の基本目標１の居住地域によらずという

ところですけれども、計画の中で大きなビジョンと具体

的な目標というものを差し示さなければ、どのような整

備をされるのか、そして、住民感情として、このままこ
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の地域に住んでよいのか、そのようなことがとても不安

ではないかと思います。公共交通として、全ての人のニ

ーズをかなえることは難しいとは思いますが、公共交通

計画を通して、おおよそどのような整備をされるのか、

もう少し、市民と共有できる具体的な目標のようなもの

をお示しいただければと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 二宮議員の再質問に

お答えいたします。 

 公共交通の中身について、住民にもっと情報を提供す

べきでないかという趣旨の御質問かというふうに思いま

す。 

 計画に網羅しておりますそれぞれの地域の公共交通網

の検討に当たりましては、やはり、まちづくりの方向性

というところも大きく関わってくるため、そこと連動し

た形の中で検討を重ねていかなければならないというふ

うに認識しているところでございます。 

 都市機能の適正誘導というような考え方として、立地

適正化計画の中でも示しておりますけれども、歩いて暮

らせるまちづくりのため、公共施設の適正配置と必要な

都市機能の集約化に向けた誘導等を目指しながら、移動

支援の充実や郊外からまちなかへの輸送機能の確保とい

ったこともうたわれているところでございます。 

 それらの具体的な形につきましては、今後、地域から

の聞き取りも含め、また、そこにあるリソースの中身、

機材、人材というところにも鑑みながら、どういう形を

描けるか、既存のコミュニティカーを含め、そうしたシ

ステムも含めて検討していかなければならないというふ

うにも考えております。それらの形が形成される過程に

おいては、当然、地域の皆様とも意見交換等々を行って

いく考えでもございますし、形が見えてきた段階におき

ましては、必要な情報提供は積極的に行ってまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 富良野市地域公共交通計画では、

計画進捗の管理として、毎年のモニタリングを中心とし

たPDCAサイクルで、目標値を基に実施内容の改善、見直

しを行うとなっていますが、その中で、できるだけ具体

的な目標を設定したほうが、市民の方にも分かりやすい

のではないかと思いますが、お考えはどうでしょう。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 二宮議員の再質問に

お答えいたします。 

 そうした目標設定の中身につきましても、それぞれの

交通の中身あるいは地域によって進捗も異なってくるの

かなという部分も、どうしても生じてくるのかと思いま

す。その辺りにつきましては、必要に応じてお示ししな

がら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） ３点目の質問についての再質問

になりますが、評価指数の数字の考え方については理解

できました。 

 １点目でも挙げていますが、人口カバー率が76％とい

う現在、公共交通の利用可能な住民が公共交通を利用す

れば利用率が上がるという考え方はよく分かりますが、

現状では76％のカバーしかできていない。その中でさら

に高齢化が進み、さらに免許の取得率が減っていく、そ

のような中で利便性の向上が図られるというのは多少疑

問が残りますが、その点についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 二宮議員の再質問に

お答えします。 

交通網のカバーエリアの御質問ですけれども、それぞ

れのニーズ、あるいは世代に応じて、利用するその手段

というものも異なってくる実態もあろうかと思います。

自家用車もその一例ではありますけれども、御高齢の方

でも、いよいよというときまでは、できる限り自家用車

を利用したいという声も少なからず存在するという状況

もございますので、こうした公共交通もそうですが、そ

のほか、福祉分野で、外出支援であるとか高齢者の移動

支援、デイサービスをはじめとした介護支援等の利用と

いうこともございます。そうした移動支援策を設けても

ございますので、それらの制度の利用実態についても注

視しながら、それぞれの地域にどのようなモビリティー

が合っているのか、どういった交通網を形成すべきか、

今後検討してまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君 

○８番（二宮利和君） 地域公共交通の計画の中にもあ

りますが、スクールバス、通院バス、路線バスの赤字補

塡、様々なものを合わせると7,000万円以上の交通に係る

予算が使われています。様々な施策を合わせて運用でき

ればもっと利便性の高い交通網をつくれると考えますが、

高齢者、子供、公共交通維持、まとめて運用できる交通

網の可能性など大胆な対策も必要だと思いますが、見解

はいかがでしょうか。 
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○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 企画振興課長小笠原竹伸君。 

○企画振興課長（小笠原竹伸君） 二宮議員の再質問に

お答えいたします。 

 市内の様々なそうした交通手段を活用すべきではない

かという趣旨の御質問かと存じます。 

 それらの交通資源と言っていいのかと思いますが、そ

うした交通資源の活用法につきましては、各種移動支援

制度、それから病院などの送迎など、様々な動きという

のが見られるところでございます。そうしたところに投

入されているドライバーであるとか車両、そうしたとこ

ろの連携、共用、あるいは運行時間の融合とか相乗り、

そうしたことの実現がどうなのか、それらの交通資源を

有効活用することで人員や機材不足の改善といった効果

も見られるのかなという考えもよぎりますので、今後、

それぞれ関係機関等々と意見交換を重ねながら、その実

現の可能性について探ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 続いて、オンデマンド交通につ

いて、再質問させていただきます。 

 １回目の実証実験の評価と課題についてというところ

で、先ほど市長にも様々答弁していただきましたが、１

回目の取組はとても評価できるように思いますが、実証

実験の結果、利用人数が少ないような印象がありますけ

れども、見解はいかがですか。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再質問にお答えいたします。 

 １回目の実証実験における利用者数は111名と答弁させ

ていただきました。これが少ないのではないかというよ

うな御質問についてでありますけれども、実質的に、１

回目のときに会員登録をされた方は236名おります。この

うち、111名が利用したという形になりまして、おおむね

会員登録された人の半分以下の状況だったということに

鑑み、今後２回目に向けては、こうした反省も踏まえな

がら、地域に出向きまして、住民説明会などもしっかり

とした中で利用促進に向けたアナウンスをしていきたい

と考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） その結果ですけれども、例えば、

年代別の利用者、それから地域構成など、利用された方

の属性については計画時にターゲットとしていた中心層

と一致しているかどうか、その認識についてお伺いいた

します。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再質問にお答えします。 

 前回の実証実験におきましてターゲットとされた方に

きちんと利用されていたのかというような御質問につい

てであります。 

我々は、この実証実験をやったときには、通院ですと

か買物などに利用する高齢者、さらには、自家用車に頼

ることができない市民ということを一つのターゲットに

していたところであります。111名の利用状況につきまし

ては、女性が73％ほど利用しております。また、70歳以

上の高齢者が最も利用されておりまして42％、利用の行

き先につきましても、最も多かったのが買物で利用しま

したという回答が57.8％、通院で利用されたという方が

35.6％との結果でありましたので、おおむね我々が目標

としていたターゲットの方の利用があったと認識してい

るところであります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） いま、おっしゃっていただいた

利用の中心と思われる市民の方々、高齢者、そして移動

に困難な方、そういう方が中心になろうと思われますが、

市民の声をお聞きすると、そもそも何のことだか分から

ないとか、知らなかったとか、使い方が分からなかった

というところがかなり多く聞かれました。交通弱者とい

うのは、かなりの部分が情報弱者と、かぶる部分もある

と思いますが、この辺りの認識、そして対策について、

もし何かあればお伺いしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再々質問にお答えします。 

 前回の実証実験におきまして、このＡＩオンデマンド

交通の使い方が分からなかった、また、そもそも何のこ

とだか分からなかった、さらに、交通弱者である以上、

情報弱者でもあるのではないか、こうした御質問につい

てでありますけれども、前回利用された方々のアンケー

トの中で、このＡＩオンデマンド交通をどこで知りまし

たかといった設問につきましては、広報紙でこの情報を

知ったという方が76.9％いたところであり、２番目が知

人や家族の紹介が19.2％といったところであります。そ

うしたことから、今後の新たな実証運行につきましては、

まずはしっかりと広報紙等で事業の内容を伝えること、

口コミによる広がりも期待しているところであります。 

 あわせまして、今回の実証運行につきましては、住民
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説明会も開催しながら予約の方法ですとか、乗車の仕方

を説明するとともに、その会場に来た方で希望する方に

はその場で会員登録を促したり、また、スマートフォン

を御持参してきた方には、そのスマートフォンでの予約

の方法といった操作説明のデモも行いながら丁寧な住民

説明会にしていきたいと考えているとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君 

○８番（二宮利和君） ぜひ、社会福祉協議会、それか

ら福祉課を含めて、福祉的配慮の必要な方にも説明が行

き届くようにしていただければと思います。 

 続いて、２点目ですけれども、実証運行に関してです。 

 これから実証運行されるケースについて、停留所が50

か所想定されているということですけれども、乗降でき

る場所が50か所で、高齢者が多い地域とかであると、歩

く距離が長くなってしまったり、場所が分かりにくいな

どの課題が出ることが考えられますが、乗降場所の設定

など、これから住民中心で決定していくことが希望され

ると思いますが、その辺りはどのようにお考えか、お伺

いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再質問にお答えします。 

 今回の実証運行で乗り降りができる乗降場所は、約50

か所程度ということを想定しております。前回の反省点

を踏まえまして、この乗降場所につきましては、利用頻

度が高く、そして、市民の誰もが分かる場所であって、

かつ、待っている間の雨や風、雪などをしのげる場所と

いうことで、病院ですとか診療所、スーパーやコンビニ

エンスストアなどの商業施設、また、駅や市役所、図書

館やスポーツセンターなどの公共施設ということで、お

おむね50か所程度を想定しております。 

 しかし、これらの施設につきましては、比較的、駅の

西側にあるという部分で、郊外の住宅地におきましては、

コミュニティセンターなどの地域会館が乗降場所となる

ために、停留所まで長くなるのではないかというふうに

感じる方もいるのではないかと感じております。 

 我々は、停留所を設置するときにも、おおむね停留所

を中心に半径300メートルを一つの基準としながら停留所

の位置も考えているところであります。なぜなら、この

300メートルという数字は、国土交通省のある調査によれ

ば、無理なく休まずに歩ける距離というようなことで、

アンケートの中で、300メートルまでは大丈夫と考える65

歳以上の高齢者が約９割と、75歳以上に至っては８割と

いう結果を踏まえまして、一つの基準として半径300メー

トルとしているところであります。 

 ただ、郊外部につきましては、比較的遠いと感じるよ

うな地域も考えられますので、地域住民の皆さんが納得

できる、または合意できるような場所につきましては、

停留所の追加についても今後検討していきたいというふ

うに考えておりますので、50か所程度という言葉を使っ

ているところであります。そのことによりまして、地域

住民自らが選んだ停留場所であるからこそ、地域住民の

皆さんに御利用いただけるのではないかと考えていると

ころであります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 次に、指定停留所乗降型のオン

デマンド交通を選択している経緯について御答弁いただ

きました。指定停留所乗降型ということで、バスよりも

少し機敏性があって使いやすいものということで整備し

ていくというお話をいただきました。それであれば、既

存のバス路線とすみ分けが難しくなると思いますが、オ

ンデマンド交通を、バス会社にも参画してもらって、そ

の中で既存のバス路線との置き換えをすることによって、

予算の有効活用も含め、皆さんの利便性も向上するので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再質問にお答えいたします。 

 既存の路線バスとの置き換えによってさらに利便性が

向上するのではないかというような御質問についてであ

ります。 

現在のＡＩオンデマンド交通の運行につきましては、

交通事業者であるふらのバスとも何度となく協議してき

たところであります。そうした中で、路線バスは運行経

路、運行時刻が定まっている、いわゆる定時定路線の運

行であれば利用者のニーズにもう少し応える必要がある

ということで、今回のこのような新しい交通サービスと

したわけであります。 

 現在の既存の路線バスの在り方につきましては、富良

野市地域公共交通計画におきまして、路線バスの運行経

路の効率化による路線バスの見直しですとか、運行路線

の抜本的な再編による公共交通網の構築といったものが

計画の中に施策として盛り込まれておりますので、今後、

関係者の協議を含め、こういった見直しが行われるもの

と認識しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 次の再質問です。 

 公募型プロポーザルで、いま公募している途中であり
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ますが、どうしても、ＡＩオンデマンドのＡＩ技術とい

うのは、外から評価しにくいものであったり、専門性が

すごく高いものであったりとかということで、市民には

選択するプロセスというのが特に分かりにくくなると思

います。 

 その中で、どのような形で選択しているのか、もしく

は、いま、様々なＡＩアルゴリズムを使ったベンチャー

企業などが公共交通のシステムを担うというケースがい

っぱいあります。どのようなアプローチをして、どのよ

うな選択をしているのか、市民の方にももう少し分かり

やすい形で公開できる方法、もしくは、情報を出したり

することができる方法はないのかということについてお

伺いしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再質問にお答えします。 

 ＡＩ運行システムの事業者選定につきまして、公募型

プロポーザルの事業者選定のプロセス、さらには、どの

ようなアプローチをしていくのかということであります。 

 まず、どのようにして受託事業者を決定するのかとい

うことでありますけれども、これにつきましては、審査

会を開催いたします。その審査会は、行政のみならず、

交通事業者も入った審査会として行うわけでありまして、

その審査会におきまして、運行に関する実施体制、工程、

実績、さらには提案内容、参考見積り、こういったもの

を照らし合わせましてそれぞれ評価して選定するところ

であります。 

 また、どのようなアプローチをしていくのかというこ

とでありますけれども、この公募型プロポーザルにつき

ましては、地方自治法に基づく競争入札に適さない業務

でありまして、価格だけではなくて、企画力ですとか技

術力、職務遂行能力、こういったものも踏まえまして選

定する方式でありまして、公募の方法につきましては市

のホームページで行うことが通常でありまして、このホ

ームページに公示文、実施要綱、仕様書、各種様式、こ

ういうことを掲載してアプローチしているというような

形になっているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 最後に、今回のＡＩオンデマン

ド交通の実証運行について、今後、市内以外の地域に広

げていく可能性について、再度、お伺いしたいと思いま

す。 

 郊外を含めた市内では、ドア・ツー・ドアという形が

現実的な形になろうかとは思いますが、先ほどお話に出

ていましたコミュニティカーや様々な交通インフラを使

って、ハブをつくったり、いまのバス路線との連携を考

えることによってオンデマンドの仕組みというのはもっ

と広がっていくと思われます。そして、赤字の補塡をし

ている3,000万円も含めて、今後、この新しい交通形態が、

市全域、市の中心部以外のところでも広がっていくのか

どうか、もう一度、お伺いいたしたいと思います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 スマートシティ戦略室長西野成紀君。 

○スマートシティ戦略室長（西野成紀君） 二宮議員の

再質問にお答えいたします。 

 今回の実証運行につきましては、富良野市地域公共交

通計画に基づきまして、市街地地区の施策の方向性とい

たしまして、市民の細かなニーズへの対応を目的とし、

人口密集地域に適したモビリティーの検討、こういうこ

とが示されたことから、その具現化の取組といたしまし

て、市街地に限定したＡＩオンデマンド交通の運行を行

うものであります。 

 まずは、この新しい交通サービスにつきまして、市民

の足として認知され、そして、定着することがとても大

切なポイントでありまして、今後、利用実績が増え続け、

さらに、車両を増やさなければならない、増車しなけれ

ばいけない、そういったことも必要になり、併せて路線

バスとの調整が整っていくのであれば、今後、こうした

事業を郊外部に広げていく可能性もあるのではないかと

認識しているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（渋谷正文君） 以上で、二宮利和君の質問は終

了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 明21日の議事日程は、お手元に御配付のとおり、今利

一君、橋詰亜咲美君、関野常勝君、大栗民江君の一般質

問を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後３時04分 散会 
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